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関西大学に対する大学評価（認証評価）結果 

Ⅰ 判 定 

  2018（平成 30）年度大学評価の結果、関西大学は本協会の大学基準に適合している

と認定する。 

認定の期間は、2019（平成 31）年４月１日から 2026(平成 38)年３月 31日までとす

る。 

Ⅱ 総 評 

関西大学は、大学の学是（理念）として「学の実化（じつげ）」を掲げ、教育研究

を推進する礎としている。現在、13 学部、13 研究科、３専門職大学院を擁する総合

大学として、①「開かれた大学」構想の具体化、②「国際化の促進」、③「情報化社

会への対応」を基本戦略として活動を展開している。創立 130周年を迎えるにあたり、

20 年後のさらなる充実・発展に向けて 2008（平成 20）年度に策定した「KU Vision 

2008-2017」に続く長期計画として 2017（平成 29）年度に長期ビジョン「Kandai Vision 

150」を策定した。同計画は、多くの構成員の参画を得て策定し、これに基づく５年

間の中期行動計画に加え、2014（平成 26）年度から 10 年間の国際化推進計画として

「関西大学国際化戦略 TRIPLE I（トリプル・アイ）構想」を策定し、これらを連動さ

せて、諸事業を着実に推進している。 

長期ビジョン「Kandai Vision 150」では、多様性の時代において大学がどのよう

に先導していくのかを教育、研究、社会貢献、組織運営の観点から計画しており、そ

の質を保証するために中期行動計画において内部質保証システムの整備と運用、検証

を掲げている。2016（平成 28）年には、「内部質保証推進プロジェクト」を設置し、

「内部質保証の方針」を整理して、学内構成員で共有し、学長の責任のもと、大学執

行部、教育推進部、研究推進部、社会連携部、国際部、「学部長・研究科長会議」「自

己点検・評価委員会」「教学ＩＲプロジェクト」などと連携しながら取組みを進めて

いる。2016（平成 28）年度以降、学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）、教育課程

の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）、学生の受け入れ方針（アドミッショ

ン・ポリシー）（以下、「３つの方針」という。）の見直し、科目ナンバリング、カリ

キュラムマップ及びカリキュラムツリーの策定など、全学的な教育の質保証に関わる

取組みを行っている。こうした取組みを学内に根付かせ、学部・研究科単位での実証

的な自己点検・評価につなげるため、2014（平成 26）年度に設置した「教学ＩＲプロ
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ジェクト」では入学時調査、パネル調査、卒業時調査、卒後調査（卒業生対象）から

なる一連の学生調査を統一的に設計し実施しているほか、各学部と連携して各種調査

結果のデータを分析し、その結果を学部に提供することで学部における教育改善に寄

与していることは高く評価できる。今後は、こうした取組みを促進し、内部質保証シ

ステムの充実とさらなる機能化につなげることが期待される。 

また、「関西大学国際化戦略 TRIPLE I（トリプル・アイ）構想」に基づいて、国際

化への取組みを加速的に進展させており、海外大学とオンラインで交流学習するＣＯ

ＩＬ(Collaborative Online International Learning)の普及、「グローバルＦＤ」の

実施、国際インターンシップや研究科共通の国際オープン科目の設置など、ＩＣＴを

駆使した取組みは先進的かつ特長的な教育といえる。さらに、産業界や地域社会との

連携に積極的に取り組んでおり、社会安全学部の教育と連携して地域の防災拠点とし

ての役割を十分に果たしているほか、大学に寄せられるさまざまな課題に対し、学部

横断的なプロジェクトや学生の参加を奨励する制度を設け、学是の体現化を図るとと

もに、課題解決型の社会還元を行うことで大学の存在を確立していることは特長とい

える。加えて、こうした活動を展開するうえで必要な人材育成に向けて、教職協働の

みならず、学生を加えた三位一体での協働体制を積極的に進める姿勢が見られ、三者

協働による「ＳＤ研修プログラム」を実施していることは、将来に向けた効果的な取

組みとして評価できる。 

このような特長的な取組みがみられる一方、学部における単位の実質化を図るため

の取組み、複数の研究科における定員管理については課題が見受けられる。今後は、

内部質保証システムを適切に機能させ、各学部・研究科における課題の改善について

も全学的な観点からの支援等のマネジメントを行い、全学的な教育の質向上・質保証

に取り組み、大学のさらなる発展につなげることが期待される。 

 

 

Ⅲ 概評及び提言 

１ 理念・目的  

＜概評＞ 

大学の学是（理念）である「学の実化」に基づき、学則及び大学院学則等に学部・

研究科の教育研究上の目的を定めており、学是（理念）・目的については、ホーム

ページ、『総合案内』『大学案内』などで公表し、なかでも建学の精神や学是（理念）

を分かりやすく示した冊子を刊行して周知を図る取組みについては評価できる。ま

た、約２年間を要して策定した 2017（平成 29）年度以降の長期ビジョン「Kandai 

Vision 150」をもとに５年間の中期行動計画を策定し実行しており、中長期計画は

適切に設定されている。 
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① 大学の理念・目的を適切に設定しているか。また、それを踏まえ、学部・研究科

の目的を適切に設定しているか。 

大学の学是（理念）である「学の実化」において「学理と実際との調和」「国際

的精神の涵養」「外国語学習の必要」「体育の奨励」の４つの理念を掲げている。

これらは時代に即した社会の要請に応えるため、「『開かれた大学』構想の具体化」

「国際化の推進」「情報化社会への対応」の３つの基本戦略として継承している。 

先の理念を礎とし、各学部・研究科においてそれぞれの教育研究上の目的を学

則及び大学院学則等に定めている。これら各学部・研究科の目的と大学の理念と

の関連は、それぞれの学部等の設置された時代背景によって重きを置く部分が異

なるが、概ね「学の実化」のもとの４つの理念に合致し、内容も高等教育機関と

してふさわしいものといえる。 

なお、専門職大学院を除く全研究科では、大学院学則に、研究科共通の博士課

程前期課程及び博士課程後期課程の目的を定めたうえで、各研究科の両課程を通

じた目的が定められており、研究科の課程ごとの目的として定められていないこ

とから、学位授与方針との関連を明確にするためにも、これを定めることが重要

である。 

 

② 大学の理念・目的及び学部・研究科の目的を学則又はこれに準ずる規則等に適切

に明示し、教職員及び学生に周知し、社会に対して公表しているか。 

大学の目的及び各学部・研究科の教育研究上の目的は、学則及び大学院学則等

に定め、学是（理念）とともに大学ホームページ、『総合案内』『大学案内』など

で公表している。なお、2017（平成 29）年に刊行された『関西大学を学ぶ』は、

建学の精神や学是（理念）を時代背景や関わった人物とともに分かりやすく示し

ており、大学の理念・目的を、社会により分かりやすく説明する工夫として評価

できる。 

 

③ 大学の理念・目的、各学部･研究科における目的等を実現していくため、大学とし

て将来を見据えた中・長期の計画その他の諸施策を設定しているか。 

2008（平成 20）年度から 2017（平成 29）年度までの長期ビジョン「KU Vision 

2008-2017」の実行を経て、2017（平成 29）年度以降の 20 年間にわたる大学の将

来像、各分野での 10年程度の政策目標及び各学部・研究科、併設校におけるビジ

ョン・政策目標を示した長期ビジョン「Kandai Vision 150」を策定した。さらに、

長期ビジョンをより具現化した５年間の中期行動計画を策定し、「『中期行動計画』

記入シート」を用いて、毎年計画の見直しを行い、必要に応じて次年度以降の計

画へ見直しの内容を反映させながら進捗を管理し、長期ビジョンの実行を推進し

ている。「Kandai Vision 150」の策定過程においては、2014（平成 26）年度から
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２年間をかけて法人内の教職員で構成される「次期長期ビジョン立案作業部会」

等を中心に策定し、二度にわたり教職員、学生、保護者及び卒業生から意見を募

集し、その結果もホームページで公開するなど、積極的に外部からの意見を取り

入れようとする姿勢は評価できる。 

また、国際化にかかる時代の要請を踏まえ、具体的な国際化推進のための戦略

として、2010（平成 22）年に策定した「ＧＩ(Global Initiatives)構想」に加え

て、2014（平成 26）年度からの 10年間にわたる国際化推進計画である「関西大学

国際化戦略 TRIPLE I（トリプル・アイ） 構想」を策定している。 

 

２ 内部質保証 

＜概評＞ 

内部質保証を推進する全学的な組織として 2016（平成 28）年に「内部質保証推進

プロジェクト」を設置し、「内部質保証の方針」を整理して全学的に共有している。

全学的な内部質保証は、学長の責任のもと、教育、研究、社会貢献について「内部

質保証推進プロジェクト」を中心に、大学執行部、教育推進部、研究推進部、社会

連携部、国際部、「学部長・研究科長会議」「自己点検・評価委員会」「教学ＩＲプロ

ジェクト」が連携して取り組んでいる。特に教育については、マクロ（全学）・ミド

ル（カリキュラム）・ミクロ（授業）の３つのレベルでのＰＤＣＡサイクルを構築し

ており、マクロレベルでは、「Kandai Vision 150」に基づいて５年間の中期行動計

画を策定し、毎年次年度の計画を見直しながら改善に取り組んでいる。「内部質保証

推進プロジェクト」では、全学的な内部質保証に関わる課題の検討を行っているほ

か、中期行動計画の見直し内容の確認や、学部・研究科その他部局へのヒアリング

による課題の整理等を通じて改善への支援を行っている。例えば、2017（平成 29）

年度には、「内部質保証推進プロジェクト」が主導して、科目ナンバリング、カリキ

ュラムマップ及びカリキュラムツリーの全学的な整備に取り組み、これに加えて、

「学校法人関西大学自己点検・評価委員会」のもとで「大学部門委員会」が中心と

なり３年周期で全学的な自己点検・評価を実施し、「内部質保証推進プロジェクト」

において集約した全学的な課題を中期行動計画に反映させるなどの取組みを通じて、

内部質保証システムの実質化を図っている。 

  

① 内部質保証のための全学的な方針及び手続を明示しているか。 

内部質保証のための全学的な方針については、2016（平成 28）年に内部質保証

の推進に責任を負う全学的な組織として「内部質保証推進プロジェクト」を設置

し、そのもとで改めて「内部質保証の方針」を整理し、明文化している。 

この方針の中で、「社会の多様化が進む中、高等教育機関として社会の負託に応

えるため、関西大学の教育、研究、社会貢献について、学是『学の実化』や教育
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研究上の目的等を念頭に置き、質の向上を図るとともに、適切な水準にあること

を自らの責任で明示する内部質保証の取組を恒常的に推進する」ことを内部質保

証の目的及び基本的な考え方として明示している。また、全学的な内部質保証の

ための手続として、「内部質保証推進プロジェクト」及び学部・研究科・その他部

局の責任・役割及び手続・運用に関する全体像を示しており、具体的には、「内部

質保証推進プロジェクト」が中心となり、大学執行部、教育推進部、研究推進部、

社会連携部、国際部、「学部長・研究科長会議」「自己点検・評価委員会」「教学Ｉ

Ｒプロジェクト」の組織を活用して推進することを明示している。 

この方針は、2017（平成 29）年に「学部長・研究科長会議」において報告する

とともに、すべての専任教職員に配付し、ホームページで公表することによって

全学的な共有が行われている。 

 

② 内部質保証の推進に責任を負う全学的な体制を整備しているか。 

「内部質保証推進プロジェクト」の役割については、(１)全学的な内部質保証

に関すること、(２)全学的な内部質向上に関すること、(３)認証評価報告書原案

のとりまとめに関することをその任務として「内部質保証推進プロジェクト要項」

に掲げており、学長、副学長、学長補佐、学長室長など教学に関する統括者で組

織している。2017（平成 29）年度からは「大学執行部打ち合わせ会」と連動させ

て開催し、教育研究上の目的を達成するための基本的な計画及び大学全般にわた

る重要な事項を審議する「学部長・研究科長会議」や、担当副学長が所管し、専

門的な事項を全学的に推進する機関である４部（教育推進部、研究推進部、社会

連携部、国際部）とも連携しながら、教育、研究、社会貢献などの全学的な事項

に関わる企画・立案・検証を行っている。具体的には、全学的なＰＤＣＡサイク

ルを統括するとともに、「学部長・研究科長会議」に付議する重要な事項や、４部

（教育推進部、研究推進部、社会連携部、国際部）で実施する事柄のうち特に重

要な事項について方針を定める役割を担っている。 

なお、教育の企画・設計、運用、検証及び改善・向上の指針については、「内部

質保証推進プロジェクト」との連携を図りながら「教育推進部規程」に基づき、

教育推進部長を長とする「教育推進委員会」で協議している。 

また、３年周期で全学的な自己点検・評価を実施しており、大学及び法人全体

の点検・評価を推進する「学校法人関西大学自己点検・評価委員会」のもとに副

学長を委員長とする「大学部門委員会」を設置し、各学部・研究科・その他部局

に設置した「自己点検・評価委員会」が点検・評価した結果を、「大学部門委員会」

が全学的観点から点検・評価し、その結果を学長に報告する体制を整備している。

学長が意見を付した報告書は、「大学部門委員会」での審議を経て、「学校法人関

西大学自己点検・評価委員会」において報告・集約され、自己点検・評価の結果
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として公表している。さらに、自己点検・評価の客観性や公平性を担保するため、

学外有識者から構成される「外部評価委員会」を設置し、学外者による定期的な

評価を実施している。 

 

③ 方針及び手続に基づき、内部質保証システムは有効に機能しているか。 

大学全体として、学位課程ごと（学士課程、博士課程前期課程、博士課程後期

課程及び専門職学位課程）に定められた３つの方針に基づき、各学部・研究科の

３つの方針を定めている。文部科学省・中央教育審議会による３つの方針の策定

及び運用に関するガイドラインが示されたことを受けて、2016（平成 28）年度に

各学部・研究科の３つの方針の抜本的な見直しを行っており、「内部質保証推進プ

ロジェクト」が策定した大学全体の３つの方針との一体性が図られている。各学

部・研究科で見直されたこれらの方針は、「内部質保証推進プロジェクト」が確認

したうえで「教育推進委員会」及び「学部長・研究科長会議」に報告し、その運

用を 2017（平成 29）年度から全学的に開始している。 

「内部質保証推進プロジェクト」は、各学部・研究科のＰＤＣＡサイクルを機

能させるため、2017（平成 29）年度に内部質保証システムの構築の必要性を示し

た文書を「学部長・研究科長会議」で共有し、カリキュラムマップ、カリキュラ

ムツリーの作成及びシラバスの記載項目の整備、「関西大学考動力コンピテンシー」

（以下、「考動力コンピテンシー」という。）の策定やルーブリックの作成につい

て、方向性を示したうえで、全学的な整備を行っている。また、各学部・研究科

の教育の改善・向上への取組みを毎年確認するためのツールとして「内部質保証

確認シート」を導入している。さらに「内部質保証推進プロジェクト」では、す

べての学部長・研究科長等と個別に懇談し、中期行動計画の進捗状況や、「内部質

保証確認シート」を用いて、３つの方針の適切な運用、アクティブ・ラーニング

の推進、シラバス記載内容の確認状況及びファカルティ・ディベロップメント（以

下、「ＦＤ」という。）活動の実施状況などの確認を行い、必要に応じて助言する

ことで、各学部・研究科の改善・向上にかかる取組みを支援している。加えて、

４部（教育推進部、研究推進部、社会連携部、国際部）、入試センター、学生セン

ターに対しては、それぞれの短期的・長期的な諸課題を優先順位付けした改革工

程表の作成を依頼し、それらを取りまとめて全体を統括するとともに上記部局と

個々にヒアリングを実施し、優先順位や取り組むべき課題の調整を行っている。 

教育についてはマクロ（全学）・ミドル（カリキュラム）・ミクロ（個々の授業）

の３つのレベルでＰＤＣＡサイクルを運用している。マクロ（全学）レベルでは、

「Kandai Vision 150」に基づく５年間の中期行動計画を、毎年度進捗状況を踏ま

えた計画の見直しを図りながら、実行している。ミドル（カリキュラム）レベル

では、全学的に定めた３つの方針をもとに各学部・研究科が３つの方針を策定し、
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定期的に教育課程の適切性を検証している。ミクロ（個々の授業）レベルでは、

全学的に授業評価アンケートを実施し、実施結果を教員個人の授業改善に活用し

ている。また、教育推進部に設置された「教学ＩＲプロジェクト」では、学生の

成績など各種データの収集と分析を行い、各学部と連携しながら教育内容の改善

に寄与している。これらのＰＤＣＡサイクルは順調に機能しており、評価できる。 

全学的な自己点検・評価については、大学及び併設校を含めた法人全体の点検・

評価を行う組織である「学校法人関西大学自己点検・評価委員会」を親委員会と

して、そのもとに設けられた「大学部門委員会」が、各学部・研究科・研究所・

その他部局の「自己点検・評価委員会」が３年に一度作成する「自己点検・評価

報告書」に基づいて、全学的観点から自己点検・評価を行い、その結果を学長に

報告している。自己点検・評価の際のエビデンスとして、毎年「自己点検・評価

委員会」が作成する『データブック』や学生アンケートなどが用いられている。 

自己点検・評価結果に基づく改善については、各部局において改善策を立案し

取り組んでおり、次の自己点検・評価の際に進捗状況を確認している。さらに、

点検・評価により抽出された重点項目は「内部質保証推進プロジェクト」におい

て集約し、日常的な計画・立案に活かしているほか、中期的な課題については、

中期行動計画として策定し、改善に取り組んでいる。 

自己点検・評価活動の客観性・公平性を担保するため、2009（平成 21）年から

学外有識者から構成される「外部評価委員会」の制度を活用し、評価結果は自己

点検・評価活動に反映するとともに、学内外にホームページを通じて公開してい

る。文部科学省からの留意事項（改善意見）や認証評価に関する指摘事項に対し

ては、指摘を受けた研究科の執行部や教授会などで検討し、適切に対応するとと

もに、全学的には 2018（平成 30）年度中に「内部質保証推進プロジェクト」で意

見交換を行うこととしている。 

以上のように、理念・目的を実現するために、「内部質保証推進プロジェクト」

を中心に、関係する組織が連携を図りながら内部質保証システムを適切に構築し、

機能し始めているといえる。今後は、このシステムが有効に機能し、教育の充実

と学習成果の向上に結びついていることを実証的に示すことができるよう、さら

なる取組みを期待したい。 

 

④ 教育研究活動、自己点検・評価結果、財務、その他の諸活動の状況等を適切に公

表し、社会に対する説明責任を果たしているか。 

自己点検・評価の結果は、2011（平成 23）年度以降は３年周期で全学的に「関

西大学『学の実化』自己点検・評価報告書」として取りまとめ、公刊している。

また、教育研究活動の全容をデータで示した『データブック』を毎年自己点検・

評価活動の一環として作成し、報告書とともにホームページに掲載し、広く社会
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に公表している。 

教育研究情報の公開については、各学部・研究科の基本情報や、『データブッ

ク』に掲載している情報をホームページトップ画面からワンクリックで閲覧でき

るように配慮し、毎年度更新している。また、中期行動計画や財務関係の情報に

ついてもホームページ上で積極的に開示しており、社会に対する説明責任を果た

している。なお、教育職員免許法施行規則に基づく情報に関しては、概ね適切に

公表されているものの、教員の養成の目標を達成するための計画について公開さ

れていないため、今後の改善が望まれる。 

 

⑤ 内部質保証システムの適切性について定期的に点検・評価を行っているか。また、

その結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

内部質保証システムの構築にあたっては、全学的な自己点検・評価活動をもと

に、各部局が中期行動計画に反映させ主体的に取り組む体制に加えて、2016（平

成 28）年に「内部質保証推進プロジェクト」を設けて全学的な内部質保証にかか

る課題に取り組むことで、全学的な内部質保証の推進に向けた体制の改善を図っ

た。 

内部質保証システムの適切性の点検・評価については、2017（平成 29）年度か

らの中期行動計画の一つとして「内部質保証システムの整備とその運用の検証」

を掲げ、内部質保証システムのあり方について大学執行部が点検・評価している。

2017（平成 29）年度には、「内部質保証推進プロジェクト」の構成員のスリム化

に向けた要項の改正を行ったことにより、開催回数が増加し、カリキュラムマッ

プ、カリキュラムツリーの策定や入学試験における補欠合格制度の導入、大学院

「国際オープン科目群」の設置に関わる事項など、多岐にわたる議題を扱うこと

が可能となっており、「内部質保証推進プロジェクト」の実効性を高めながら、

内部質保証システムの充実に向けて取り組んでいる。 

 

３ 教育研究組織 

＜概評＞ 

理念・目的の実現に向けて、学部・研究科をはじめ、附置研究所やセンターを適

切に設置している。これらの教育研究組織の設置状況の適切性は、「内部質保証推進

プロジェクト」が点検・評価し、改善策の立案・実行を担っている。また、時限的

に学長のもとに「将来構想計画委員会」を設置するなどし、特定の課題への検討を

通じて教育研究組織を点検・評価している。このように、全学で定期的に行う自己

点検・評価活動に加えて、特定の目的に応じた委員会等を設置し、教育研究組織の

適切性について、点検・評価が行われており、新たな大学間連携等の改善・向上へ

の取組みが適切に図られている。 
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① 大学の理念・目的に照らして、学部・研究科、附置研究所、センターその他の組

織の設置状況は適切であるか。 

理念・目的の実現に向け、これまでに、法、文、経済、商、社会、政策創造、

外国語、人間健康、総合情報、社会安全、システム理工、環境都市工、化学生命

工の 13 学部と、これらを基礎とした法学、文学、経済学、商学、社会学、総合

情報学、理工学、外国語教育学、心理学、社会安全、東アジア文化、ガバナンス、

人間健康の 13 研究科（博士課程前期課程：18 専攻、博士課程後期課程：15 専

攻）を設置している。また、専門職大学院として、法務研究科（法科大学院）、会

計研究科（会計専門職大学院）を設置するとともに、心理学研究科に心理臨床学

専攻（臨床心理専門職大学院）を設置している。 

研究活動を実践する学則上の附置機関として、「経済・政治研究所」、「東西学術

研究所」、「先端科学技術推進機構」、「法学研究所」、「ソシオネットワーク戦略研

究機構」(を設置している。また、附置機関以外にも、「なにわ大阪研究センター」、

「イノベーション創生センター」及び「人権問題研究室」などを設置している。 

さらに、2008（平成 20）年に、各部局単独では対応が難しい社会的な要請に応

えるため、教学組織として教育推進部、研究推進部、社会連携部及び国際部の４

つの「部」組織を整備している。各部は担当副学長が統括し、副学長を委員長と

した専門委員会（「教育推進委員会」「研究推進委員会」「社会連携委員会」「国際

委員会」）を設置し、所管事項にかかる協議及び決定を行い、各学部・研究科を横

断する取組みの推進を図っている。例えば、教育推進部は、全学的な教育に関す

る諸施策を協議・決定する機関として、共通教養教育やＦＤ・教育開発支援に関

する事項の企画等を所管しており、このもとに「教育開発支援センター（ＣＴＬ）」

や「教職支援センター」を設置している。 

これに加えて、新たな国際化構想の一環として、2012（平成 24）年に南千里国

際プラザに留学生別科を設置している。 

以上のように、学部・研究科、附置研究所、センターその他の組織の設置状況

は適切である。 

 

② 教育研究組織の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。また、その

結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

教育研究組織の適切性の点検・評価については、全学的に３年周期で行われる

自己点検・評価活動において、「内部質保証推進プロジェクト」が全学的な観点か

ら取り組んでおり、改善への取組みに対しても責任を負っている。 

加えて、特定の課題に応じてさまざまな形態のもとで点検・評価しており、課

題に対する検討結果は「内部質保証推進プロジェクト」で共有している。2016（平
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成 28）年には、学長の諮問機関として「将来構想計画委員会」を設置し、社会的

要請や大学を取り巻く国際的環境を意識した新学部などの設置等に関する答申を

まとめている。この答申を受けて、学長のもとに「心理系学部設置に関するＷＧ」

を設置し、公認心理師資格に対する対応を決定するなどの取組みが見られる。 

このように全学で定期的に行う自己点検・評価に加えて、「将来構想計画委員会」

の設置などにより、随時、点検・評価が行われている。上記のほか点検・評価の

結果として設置形態を超えた大学間連携として、大阪教育大学及び近畿大学との

連合教職大学院を設置するなど、改善・向上に向けた取組みが適切に行われてい

ると評価できる。 

一方、将来的な発展に向けた教育研究組織のあり方について、全学的な観点か

ら恒常的に検討する場がないことを自己点検・評価しており、組織の常設化につ

いて検討を進めているとしていることから、内部質保証システムのより有効な活

用と充実を図りながら、今後の改善・向上に向けた取組みが期待される。 

 

４ 教育課程・学習成果  

＜概評＞ 

大学全体（学士課程、博士課程前期課程、博士課程後期課程、専門職学位課程ご

と）及び各学部・研究科において学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針を適

切に設定し、大学及び各学部・研究科のホームページで広く公表している。 

これらの方針に沿って、学士課程では「共通教養科目」「外国語科目」「専門科目」

及びその他科目を、博士課程及び専門職学位課程では、講義、演習、実習などの科

目を、科目ナンバリング等の取組みを通じて体系性・順次性に配慮し開設している。

教育方法については学生スタッフを登用しながら、アクティブ・ラーニング型の授

業を展開し、学生の主体的な学びの促進を図るとともに、英語開講科目ではオンラ

イン国際交流学習（ＣＯＩＬ）の手法により海外大学との共修学習を採り入れるな

ど、英語を用いた学習活動を活性化させる取組みを行っており高く評価できる。さ

らに、実社会との連携や、研究成果の教育への還元も意図して教育を行っている科

目も見られる。一方で、学士課程における単位の実質化を図る措置が不十分である

ため、改善が求められる。 

学習成果については、「教学ＩＲプロジェクト」が、全学的に入学時調査、パネル

調査、卒業時調査及び卒後調査（卒業生対象）からなる学生調査の統一的な設計と

実施を担っており、各学位プログラムの学位授与方針を集約し、身につけるべき資

質・能力を示した「考動力コンピテンシー」を策定し、入学時と卒業時・修了時に

調査を行うことで、学習成果の測定に取り組んでいる。 

教育課程及びその内容、方法の適切性の点検・評価については、「教学ＩＲプロジ

ェクト」等とも連携し、各学部・研究科において「自己点検・評価委員会」「カリキ
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ュラム検討委員会」等で定期的に実施し、カリキュラム改革や授業内容・方法の改

善・向上を図っている。「内部質保証推進プロジェクト」では、「自己点検・評価報

告書」や「教学ＩＲプロジェクト」からの報告、各学部・研究科とのヒアリングを

通じて、大学全体として改善が必要な課題を整理し、改善に向けた取組みを支援し

ている。特に、「教学ＩＲプロジェクト」と各学部が連携して、各種調査のデータ分

析結果をもとに教育内容や方法の改善に結びつけていることは高く評価できる。 

 

① 授与する学位ごとに、学位授与方針を定め、公表しているか。 

学位授与方針は、大学全体（学士課程、博士課程前期課程、博士課程後期課程、

専門職学位課程ごと）の方針を定めたうえで、各学部・研究科において授与する

学位ごとに方針を定めている。 

これらの方針は、大学の学是（理念）である「学の実化」を踏まえたうえで、

学習成果として「知識・技能」「思考力・判断力・表現力等の能力」「主体的な態

度」の３項目に区分し、具体的に定めている。 

大学全体の方針と各学部・研究科の方針の連関について、例えば「思考力・判

断力・表現力等の能力」として大学全体の方針で示された「グローバルな視野に

立って自ら考え、周囲の人と円滑なコミュニケーションをとりつつ、『考動力』を

発揮して社会に貢献することができる」という内容に対して、文学部では必ずし

もグローバル化に触れていないなど、学部間での差はあるものの、いずれの学部・

研究科の方針においても、それぞれの学部の特徴を示しながら概ね大学全体の方

針と連関している。 

これらの方針は、ホームページなどで公表するとともに、定期的な見直しに取

り組み、2016（平成 28）年度には、全学的な観点からの見直しを行っている。 

 

② 授与する学位ごとに、教育課程の編成・実施方針を定め、公表しているか。 

教育課程の編成・実施方針は、大学全体（学士課程、博士課程前期課程、博士

課程後期課程、専門職学位課程ごと）の方針を定めたうえで、各学部・研究科に

おいて授与する学位ごとに定めている。これらの方針は、学位授与方針との適切

な連関を持たせながら、学部では「教育内容（教養教育・専門教育）」及び「教育

評価」、研究科では「教育内容」及び「学習成果の評価」の項目を設けて具体的に

教育課程の考え方を定めている。 

教育課程の編成・実施方針と学位授与方針の連関について、例えば、文学部の

「知識・技能」の修得では、「教養教育」において「人間・社会・自然・国際等の

各領域にまたがる幅広い教養を身につけ、人類の知的営みのなかで自らの学びを

位置づけられるように、多様な共通教養科目を配置する」こと及び「人文学各分

野の多様性と特性を理解し、大学での学びの技法を身につけるために初年次導入
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教育を設置する」ことを定めている。また、「思考力・判断力・表現力等の能力」

の獲得に関して「自らを取り巻く日常を客観的に捉え、生涯を通じて学び続ける

姿勢を養うために、特色ある教養教育科目群を配置する」ことなどを定めている。

加えて、「主体的な態度」の醸成に向けて「異文化を理解し、異なる文化的背景を

持つ人々とのコミュニケーション手段としての外国語運用能力の習得をはかるた

めに、複数の外国語科目を配置する」ことや「他者とのコミュニケーション能力

の伸長を目指して独自の外国語科目を設置する」ことを定めて、方針間の整合性

を図っている。さらに、多くの学部で少人数教育の実施について定めている。 

これらの方針は、ホームページなどで公表するとともに、定期的な見直しに取

り組み、2016（平成 28）年度には、全学的な観点からの見直しを行っている。 

  

③ 教育課程の編成・実施方針に基づき、各学位課程にふさわしい授業科目を開設し、

教育課程を体系的に編成しているか。 

教育課程の編成・実施方針に基づき、学士課程では、「共通教養科目」「外国語

科目」「専門科目」及びその他の科目に区分し、博士課程及び専門職学位課程では

「講義」「演習」「実習」等を体系的に組み合わせて教育課程を編成している。授

業科目の体系性と履修の順次性を示すために、2017年（平成 29）年度より全学部・

研究科において科目ナンバリングを採り入れ、カリキュラムマップ、カリキュラ

ムツリーを作成している。 

各学部共通の「共通教養科目」では、導入教育やキャリア教育、学部や大学の

枠を超えて幅広く学ぶ科目、自校教育などからなる６つの科目群として「自己形

成科目群」｢実践科目群｣「大学・学部連携科目群」「関西大学科目群」「基盤科目

群」「グローバル科目群」を配置している。 

「グローバル科目群」は、「関西大学国際化戦略 TRIPLE I（トリプル・アイ）

構想」のもと、国際化にかかる科目を系統的に配置しており、留学前後の英語ス

キルの維持・向上を目的とした英語で学ぶ科目等を開設し、近年開講科目数を増

加させている。さらに、複数の授業において、ＩＣＴを活用して海外の大学とＰ

ＢＬ（Project Based Learning）形式で交流するオンライン国際交流学習（ＣＯ

ＩＬ）を導入し、外国語コミュニケーション能力評価テスト（ＯＰＩｃ）を用い

た効果検証を通じて、成果を確認している。また、「実践科目群」において単位化

されている「国際インターンシップ」や「グローバル企業体感プログラム」では、

派遣先の企業の協力を得て課題解決型学習を採り入れるなど、グローバル社会の

ニーズに対応できる人材育成を企図したキャリア教育を推進しており、国際化推

進計画に基づく教育内容・方法が着実に行われていることは高く評価できる。 

加えて、「外国語科目」の英語においては、言語運用能力を構成する４技能

（Listening、Speaking、Reading、Writing）をバランスよく伸ばすことを目的と
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した「技能統合型カリキュラム」を導入しており、学習の道順を示す「英語学習

マップ」によって効果的な学習方法を学生に提示し、グローバル化に対応する英

語力の育成を図っている。 

「専門科目」については、「考動力」の基礎を育成するための初年次導入科目や、

少人数教育を中心とした「考動力」の獲得に重点を置いた教育を実践するための

演習科目などを開設しており、例えば、文学部では、「学びの扉」「知へのパスポ

ート」などの初年次導入科目を設置している。 

博士課程前期課程及び博士課程後期課程においては、コースワークとリサーチ

ワークを適切に組み合わせた教育に配慮しており、例えば、理工学研究科博士課

程前期課程ではコースワークとして高度化学技術の発展に役立つ広範な知識を養

う科目として「工学倫理特論」「技術経営論」等の科目を設け、リサーチワークと

して実社会で要請される科学技術英語力向上のための理工系英語教育科目や修士

論文研究に関連した課題の研究討論を定期的に行うゼミナール、学位論文の研究

指導等を設けている。同研究科博士課程後期課程では、リサーチワークを中心と

しつつも、派遣型実習教育科目を設置しており、いずれも教育課程の編成・実施

方針に沿った科目配置といえる。さらに、専門職大学院では、理論と実務を組み

合わせた教育課程として、例えば、心理学研究科心理臨床学専攻では、講義・演

習と技能実習・臨床実習科目を組み合わせ、１年次に「学外施設臨床基礎実習」

を必修科目として配置し、２年次ではより専門的な３つのコースに分けることで

専門知識・技能の強化を図っている。 

 

④ 学生の学習を活性化し、効果的に教育を行うための様々な措置を講じているか。 

教育の実践においては、「講義」「演習」「実習（実験）」の授業形態の特性に応

じた効果的な教育をするため、教育推進部が中心となり、全学的な教育支援体制

を多層的に構築している。各学舎には授業の質的向上を目的とした授業支援ステ

ーションを設置し、授業支援システム（関大ＬＭＳとＣＥＡＳ)の整備及びラーニ

ング・コモンズの開設などを通じて、授業のアクティブ・ラーニングを推進して

いる。さらに、授業運営においては、授業支援ＳＡ（スチューデント・アシスタ

ント）（以下、「ＳＡ」という。）、ティーチング・アシスタント（以下、「ＴＡ」と

いう。）及びラーニング・アシスタント（以下、「ＬＡ」という。）などの多様な学

生スタッフを登用して学生の力を活用している。なかでも、学部学生が担ってい

るＬＡは、受講経験を条件として、共通教養科目「スタディスキルゼミ」などの

演習型の初年次教育科目に配置し、グループワークでのファシリテーターとして

授業内の学習支援を行っている。支援を通じて受講生及びＬＡを担う学生相互の

学習の深化にもつながっており、「考動力コンピテンシー」の伸長にも寄与してい

る。これらの学生スタッフに対する定期的な研修や、授業におけるＴＡやＬＡの
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活用事例集を作成するなど組織的な支援体制により、活動に携わる学生数やＴＡ

やＬＡの採用科目数が増加しており、学生の教育力を活用した教育の質的向上を

図る取組みとして高く評価できる。 

学士課程では、学生の主体的参加を促すために、これらの支援体制を活用しな

がら「講義」においてワークシート、ミニッツペーパー等を採り入れたアクティ

ブ・ラーニング型の授業を展開している。また、少人数教育を旨とする「演習」

「実習（実験）」においても、学生の主体的な学修を重視した教育方法を採り入れ

ている。なお、専門科目の「講義」に関して、500 名を超える履修者が出席する

大規模クラスについては、担当者確保などの前提はあるが、次年度クラス増など

を含め検討するとしている。 

さらに、実社会と連携した教育にも取り組んでおり、例えば、商学部では学部

学生が主体となって企画・運営を行う関西大学ビジネスプラン・コンペティショ

ン（ＫＵＢＩＣ）を実施し、その応募を目的としたビジネスプラン作成のための

プロジェクト型演習（ＣＯＲＥＳ）を開講している。特に、理工系学部発の技術

シーズを用いて商学部生がビジネスプランを提案する文理融合プロジェクト「Ａ

ｊｉｃｏｎ」は、研究、教育、社会連携を結合させており特筆できる。 

博士課程においては、『大学院要覧』において研究指導計画を明示し、入学時の

「研究計画書」を踏まえて、ガイダンス、指導教員の演習科目などを通じ研究指

導を行っている。論文執筆に向けては、「学位規程」に定める論文の執筆計画に基

づき指導が行われている。社会学研究科のように複数指導体制をとっている研究

科もあり、かつ、外国語教育学研究科では、副指導教員制度を置いている。なお、

研究指導計画の明示については、「内部質保証推進プロジェクト」及び「大学院教

育検討委員会」が中心となって見直しを進めたことにより、改善が図られている。 

専門職学位課程については、いずれも実務と理論の架橋を図るために、例えば、

心理学研究科心理臨床学専攻では、実務家教員を配置するとともに、発展科目群

に「学内施設臨床実習２」を通年科目として置き、学内施設でのさまざまな臨床

実習を少人数クラスで実践的に指導している。 

単位の実質化を図るため、すべての学部で１年間に履修登録できる単位数の上

限を資格関連科目等を除いて 50単位未満に設定している。なお、法学部の３年次

編・転入生は、１年間に 56 単位まで履修登録できるが、2019（平成 31）年度入

学生から上限を年間 48単位とすることとしているため、今後の適切な運用を期待

したい。また、１年間に履修登録できる単位数の上限から除く科目は、学部によ

って差があるが、教職資格取得に関わる科目やその他各種資格取得に関わる科目、

インターンシップ科目などがあり、単位の実質化を図る措置として、シラバスへ

の「授業時間外学習」の記載の具体化や、ライティングラボによる学習支援、オ

ンライン上での学生同士の意見交換の場の整備やコモンズの開設などに取り組ん
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でいるものの、履修登録単位数の上限を超えて履修する学生のこれらの仕組みの

活用状況は十分に示されていない。さらに、学習時間の確保という点に関して、

教職資格科目に関しては「教学ＩＲプロジェクト」が卒業時調査において教員免

許取得者と非取得者の授業時間外学習時間に対する回答を分析しているものの、

教職資格以外の科目に関して上限を超えて履修している学生については同様の分

析は行われていない。これらのことより、単位の実質化を図るための措置は十分

といえないため、改善が求められる。なお、博士課程前期課程、専門職学位課程

の１年間に履修登録できる単位数については、それぞれ上限が設定されている。

各学部・研究科の履修登録単位数の上限については『大学要覧』『大学院要覧』等

で学生に周知している。 

シラバスについては、全学統一のフォーマットを用いており、大学ホームペー

ジにおいて全科目を公開している。また、「教育推進委員会」が中心となり、2018

（平成 30）年度シラバスより、①「到達目標」を各学部・研究科の「学位授与の

方針」と連関させることを推奨する、②「授業時間外学習」の記載の具体化を求

める、③「成績評価の基準・評価」を学力の３要素に沿って記載することを推奨

する、④「担任者への問合せ方法」の欄を新設する、という見直しを行っている

ものの、「到達目標」において学位授与方針に示す学力の３要素に区分して明記さ

れたシラバスが少ない状況であるため、今後の改善が望まれる。 

 

⑤ 成績評価、単位認定及び学位授与を適切に行っているか。 

成績評価については、学士課程では５段階、博士課程（前期課程及び後期課程）

では４段階、専門職学位課程では専攻によって５段階または８段階の評価基準を

学則及び大学院学則等において定め、『大学要覧』『大学院要覧』にて学生に周知

している。さらに、シラバスにおいて成績評価の方法と基準を明示し、「定期試験

（筆記試験）」「到達度の確認（筆記による学力確認）」、「論文（レポート）による

試験」「平常試験（平常成績による評価）」など、科目の性質に応じた評価方法と

なっている。 

また、学士課程及び専門職学位課程の法務研究科ではＧＰＡ（Grade Point 

Average）制度を導入している。その他の研究科においては、多くの科目でごく少

人数の教育が行われており、履修科目の評価方法（絶対評価と相対評価）の違い

による数値の偏り等を考慮し、ＧＰＡ制度を導入していない。 

単位認定については、シラバスに記載した到達目標や達成度について、シラバ

スに記載した成績評価の方法を通じて、その成果を把握し単位認定を行っている。 

既修得単位の認定については、大学設置基準及び大学院設置基準等に定める範

囲内で、学則及び大学院学則等の定めに基づいて適切に認定している。また、外

部試験の結果に基づく単位認定については、ＴＯＥＦＬ ｉＢＴ®、ＴＯＥＩＣ® 
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Ｌ＆Ｒ、実用英語技能検定、ＩＥＬＴＳ、ＴＯＥＩＣ® Ｌ＆Ｒ ＩＰ及びＴＯＥ

ＦＬ® ＩＴＰ等を用いた「検定認定制度」があり、2015（平成 27）年度より検

定認定の種類と科目との対応を厳格化するとともに、成績評価において、従来の

一律「秀」から「認」への変更を行っている。各検定試験の認定条件スコアと適

用対象科目については、『大学要覧』で学生に周知している。 

学位授与については、学則及び「学位規程」に定める要件及び手続に基づき、

教授会及び研究科委員会において審議し、学長が決定している。修士論文・博士

論文の学位審査は、主査及び複数名の副査が審査委員となり行われ、口頭試問や

公聴会の実施を経て各研究科委員会で審議している。学位授与の客観性を高める

ため、博士論文の審査は原則として公開で行われ、修士論文の口頭試問に関して

も、経済学研究科、商学研究科、理工学研究科、さらには総合情報学研究科も公

聴会方式に変更している。なお、学位論文審査基準については、ガバナンス研究

科において異なる課程で同一の学位論文の審査基準としていたが、2018（平成 30）

年に改訂し公表している。 

 

⑥ 学位授与方針に明示した学生の学習成果を適切に把握及び評価しているか。 

学位授与方針に明示した学習成果を把握するための取組みとして、2014（平成

26）年度に「教学ＩＲプロジェクト」を発足させ全学的な学生調査を行っている。 

学習成果の指標として、各学位プログラムの学位授与方針の内容を集約し、学

生として身につけるべき資質・能力を５つの力、10の能力に分解して明示した「考

動力コンピテンシー」を策定した。これを用いて、全学部・研究科において入学

時調査と卒業時・修了時調査を実施し、大学全体の学位授与方針に掲げた「考動

力」を核とする思考力・判断力・表現力等の能力や主体的に学習に取り組む態度

の修得状況を測定している。さらに、2018（平成 30）年度からは各学位プログラ

ムの学位授与方針で示した学習成果についても調査項目として加えることとして

いる。 

「教学ＩＲプロジェクト」では、入学時調査、パネル調査、卒業時調査及び卒

後調査（卒業生対象）からなる一連の学生調査の統一的な設計・実施を行ってお

り、よりきめ細かに学習成果を把握するため、パネル調査・卒後調査に関しては

各学部・研究科のニーズを組み込んでいる。例えば、外国語学部では、「スタディ・

アブロード・プログラム」の効果検証のために１年次終了時点と２年次終了時点

に実施しているパネル調査において、独自コンピテンシーを設けて調査するなど、

特色ある教育の効果を分析できるよう工夫している。 

その他の特徴ある取組みとして、文学部では卒業論文優秀者表彰制度を設けて、

推薦された卒業論文が冊子体にまとめられ、教員や学生に公開されている。また、

教育推進部のもとに置かれた「教育開発支援センター（ＣＴＬ）」では、ルーブリ
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ックの開発及び作成支援を行っており、きめ細かな学生・教員向けガイドを作成

し、特に各学部の初年次教育においてルーブリックの活用を促している。さらに

初年次教育以外の学士課程教育と共通教養の複数科目においてルーブリックが開

発されており、「考動力ベンチマーク」の開発や、卒業研究などに関するルーブリ

ックの開発を予定しており、これらの取組みを通じて、今後学生自らの学習成果

の確認や学習成果の測定による質保証の向上が期待される。 

 

⑦ 教育課程及びその内容、方法の適切性について定期的に点検・評価を行っている

か。また、その結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

各学部・研究科における教育課程及びその内容・方法の適切性の点検・評価に

ついては、学部・研究科の執行部、「自己点検・評価委員会」「カリキュラム検討

委員会」等において定期的に行いそれに基づき改善に向けた取組みが行われてい

る。例えば、2015（平成 27）年度からは、全学的な議論を経て、教育推進部が中

心となって、外国語科目「英語」を習熟度別クラス編成に改め、2016（平成 28）

年度からは「グローバル科目群」を新たに設置するとともに、従来の開講科目を

整理して、英語で学ぶ科目や英語スキルアップ科目を開講している。 

各学部・研究科は「カリキュラム検討委員会」や「カリキュラム懇談会」など

の組織において、随時、カリキュラム改革を行っている。共通教養科目や外国語

科目については「共通教養教育推進委員会」で、随時見直しを行っている。 

これらの活動状況は、「内部質保証推進プロジェクト」において「大学部門委員

会」が最終的にとりまとめる「自己点検・評価報告書」、「教学ＩＲプロジェク

ト」からの報告、各学部・研究科との中期行動計画の見直しに関わるヒアリング

などを通じて集約している。その後、大学全体として改善が必要な課題を整理し、

「内部質保証推進プロジェクト」のもとに設置される教育改革検討ワーキング・

グループ、教育推進部及び各学部・研究科が連携を図りながら、改善に向けた取

組みを実施している。 

さらに、「教学ＩＲプロジェクト」では、学部の要請に基づいてデータの収集・

分析を行い、その結果を学部の教授会等で報告する仕組みを構築している。これ

をもとに、教育方法の改善に取り組んでいる学部もあり、例えば、経済学部では、

カリキュラムにおける、学生のつまずきの要因を探索的に調査するため、2012（平

成 24）年度入学生の入学から卒業時までの４年間のＧＰＡを「教学ＩＲプロジェ

クト」が分析し、初年次配当科目の合否がその後の学修に及ぼす影響や、ミスマ

ッチ入学者（大学自体に満足しているが、学問分野への不満がある入学者）の動

機づけ等の課題を抽出した。その対応策として特定科目にピア・サポータを配置

し、初年次教育を従来のアカデミックスキル重視のものから、プロジェクト型学

習に変更したうえで、ルーブリックを導入し効果測定を行っている。また、理工
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系３学部（システム理工学部、環境都市工学部、化学生命工学部）においては、「教

学ＩＲプロジェクト」によるＧＰＡを利用した学生の学力差の分析結果を踏まえ、

基礎科目に習熟度別クラス制を導入するなど、エビデンスベースに基づく教育内

容・方法の改善に取り組んでおり、高く評価できる。 

今後は、課程修了時における学習成果の測定結果を含め実証的なデータを活用

した教育課程・内容・方法の改善を、「内部質保証推進プロジェクト」を中心とし

た内部質保証システムにより行うことで、学生の学習成果の向上に寄与するよう

一層の取組みに期待したい。 

 

＜提言＞ 

長所 

１）グローバル人材育成のもと、「関西大学国際化戦略 TRIPLE I（トリプル・アイ）

構想」において「人・言語・環境のイマージョン」構想等を掲げ、英語教育の

環境整備に取り組んでいる。共通教養科目に設置した「グローバル科目群」で

は、授業内で海外の大学とＰＢＬ形式で交流するオンライン国際交流学習（Ｃ

ＯＩＬ）を導入し、受講者数が増加している。また、単位化された国際インタ

ーンシップやグローバル企業体感プログラムでは、派遣先の企業の協力を得て

課題解決型学習を採り入れるなど、グローバル社会のニーズに対応できる人材

育成を企図したキャリア教育を推進している。これらは大学の理念及び国際化

戦略の実現に向けた取組みとして評価できる。 

２）教育支援を目的とする学生スタッフとしてＳＡ、ＴＡ、ＬＡを全学的に登用し

ている。なかでもＬＡは、当該科目の受講経験がある学部学生が、共通教養科

目「スタディスキルゼミ」などの演習型の初年次教育科目において、ディスカ

ッションの方法などを教えるファシリテーターの役割を担っている。身近な上

位年次学生からの支援により、受講生は大学生としての学び方や学ぶ姿勢を体

得することが期待でき、ＬＡは受講経験に基づく学習支援により、自らの学習

を客観的に捉え、学習の深化と自信の涵養につながっており、これらの経験が

「考動力コンピテンシー」の伸長に寄与している。さらに、学生スタッフに対

する研修や、授業における活用事例集の発行など、組織的な取組みがみられ、

学生の教育力を活用した教育の質的向上を図る取組みとして評価できる。 

３）「教学ＩＲプロジェクト」では各学部の要望をもとにデータの収集・分析を行っ

ており、学部と連携して教育内容・方法の改善が行われている。例えば、経済

学部では、「教学ＩＲプロジェクト」からのデータ提供をもとに、学生の学習の

つまずきについて調査し、初年次教育における特定科目へのピア・サポータの

設置や、ＰＢＬ形式の授業を導入している。これらは「教学ＩＲプロジェクト」

で効果測定を行い、結果を学部と共有してさらなる改善に取り組んでいるほか、
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理工系３学部ではＧＰＡをもとに、学生の学力の差を分析し、基礎科目に習熟

度別クラスを導入するなど、「教学ＩＲプロジェクト」と学部が連携してエビデ

ンスベースに基づいた教育内容・方法の改善・向上に取り組んでいることは評

価できる。 

 

  改善課題 

１）単位の実質化を図るため、すべての学部で１年間に履修登録できる単位数の上

限が設定されているものの、教職資格取得に関わる科目やインターンシップ科

目等多岐にわたる科目について、すべての学部で履修登録単位数の上限を超え

て履修することを認めている。また、「ライティングラボ」など授業時間外の学

習を促す取組み等を行っているものの、単位の実質化を図る措置としては十分

ではない。これらのことから、単位制の趣旨に照らして改善が求められる。 

  

５ 学生の受け入れ  

＜概評＞ 

学生の受け入れ方針は、各課程共通の方針のもとに、「知識・技能」「思考力・判

断力・表現力等の能力」「主体的に学習に取り組む態度」（以下、「学力の３要素」と

いう。）を軸として、学部・研究科の課程ごとに、求める学生像や水準等を示し、ホ

ームページや『入試要項』などで公表している。なお、法学研究科博士課程前期課

程及び博士課程後期課程においては方針が同一内容となっていたが、2018（平成 30）

年に、課程ごとに内容が分けられ、改善されている。 

学生の受け入れについては、責任体制を明確にしたうえで、入学者の多様化に向

けた取組みとともに、多様な入学試験の方法を設けて入学者選抜を実施している。

一方、定員管理については、一部の学部・研究科における収容定員に対する在籍学

生数比率に課題が見られる。 

学生の受け入れの適切性の点検・評価については、入試センター、各学部・研究

科において行っており、学部の入学試験については「入試センター主事会」が、大

学院の入学試験については「大学院教育検討委員会」が中心となり、入学試験制度

の見直し等に取り組んでいる。また、３年周期で「大学部門委員会」において体系

的な点検・評価を全学的な観点で実施している。なお、「内部質保証推進プロジェク

ト」では点検・評価結果に基づいて補欠合格制度導入にあたって原案策定を行うな

ど、改善への取組みを支援しているが、定員管理の課題が残ることから、内部質保

証システムを活用した今後の改善への取組みに期待したい。 

  

① 学生の受け入れ方針を定め、公表しているか。 

学生の受け入れ方針は、学士課程、博士課程前期課程、博士課程後期課程及び
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専門職学位課程の４つの課程ごとに共通の方針を定めたうえで、学部・研究科の

課程ごとに方針を定めており、学力の３要素を軸として構成し、求める学生像や

水準等を示している。さらに、多くの学部では、学士課程への入学に際して求め

られる学習歴や「知識・技能」に関して、高等学校における具体的な教科・科目

名を挙げ、求める知識水準を詳細に示している。これらの方針は教育理念、学位

授与方針及び教育課程の編成・実施方針と概ね整合性が図られており、ホームペ

ージ、『入試要項』等を通じて公表している。なお、法学研究科では、博士課程前

期課程と、博士課程後期課程の方針の内容が同一であったが、2018（平成 30）年

に改訂し課程ごとに学生の受け入れ方針を定めている。 

 

② 学生の受け入れ方針に基づき、学生募集及び入学者選抜の制度や運営体制を適切

に整備し、入学者選抜を公正に実施しているか。 

入学者選抜の方法は、学部では、一般入試、併設校卒業見込者入学試験を含む

推薦入試、ＡＯ入試、社会人入試、外国人学部留学生入試などの多様な入学試験

を実施している。また、研究科においても、一般入試、学内進学試験のほか、外

国人留学生入試や早期卒業者を対象とする入試、全国社会保険労務士会連合会と

の特別推薦入試など、多様な人材を確保するため、さまざまな選抜方法を設けて

いる。 

入学者選抜の運営体制については、入学試験・学生募集を担当する副学長、各

学部から選出した入試センター主事及び「入試センター」が中心となり、合否査

定を行う各学部・研究科と連携しながら、関連規程に基づき運営している。 

入学者選抜における透明性及び公平性を担保する取組みとして、学部の入学試

験では、第三者機関に入学試験問題の解答の作成を依頼し、模範解答との照合を

行っているほか、一般入試の問題と解答例、出題者の講評をまとめた『入学試験

の概要』や選考委員による講評と選考の評価のポイントなどをまとめた冊子『Ａ

Ｏ入試結果と講評』を高等学校などに配付しており、積極的な情報公開に努めて

いる。また、大学院の入学試験では、外国語や専門科目の共通問題について複数

人による出題と採点を行っているほか、グローバル化への対応としてホームペー

ジの多言語化（英語・中国簡体語・繁体語）や、学生募集要項の英語版の作成等

に取り組んでいる。さらに、一般入試と学内進学試験とで合格基準に大きな違い

が生じないように、各研究科では毎年、試験方法、評価基準の検討が行われてい

る。このように学生の受け入れ方針に基づき、さまざまな学生募集及び入学者選

抜を設定し、概ね適切に運用されているといえる。 

 

③ 適切な定員を設定して学生の受け入れを行うとともに、在籍学生数を収容定員に

基づき適正に管理しているか。 
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学部・研究科の定員は、それぞれ学則及び大学院学則等に定めている。定員超

過や未充足に対しての対策として、学部では、「常任理事会」のもとに「学生定員

検討専門部会」を設けて検討し、収容定員の増加につなげたほか、定員管理の厳

格化に向けて 2018（平成 30）年度の入学試験から全学的に「補欠合格制度」を導

入している。加えて、一般入試の査定の時期に先立って、退学者数の状況等の数

値等を示した資料を作成し、「学部長・研究科長会議」において学長より厳格な定

員管理を学部に要請するなどの取組みを行っている。また、研究科について、博

士課程では、教育推進部のもとに「大学院教育検討委員会」を設置し、具体的な

施策を検討しており、専門職学位課程では、「常任理事会」のもと、定員未充足の

研究科について個別に「改革検証委員会」を設けて検討している。しかし、収容

定員に対する在籍学生数比率が高い又は低い学部・学科及び研究科があるため、

定員管理を徹底するよう改善が求められる。 

 

④ 学生の受け入れの適切性について定期的に点検・評価を行っているか。また、そ

の結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

学生の受け入れの適切性については、入試センター、各学部・研究科において、

点検・評価しており、学生の受け入れ方針については、各学部・研究科において

毎年見直しを行い、「教育推進委員会」がとりまとめて確認している。 

また、学部では、「入試センター主事会」が全学的な観点から選抜方法の有効性

について検証しているほか、各学部では、入学後の学業成績に関する追跡調査結

果などを参考に、専門的な委員会等において学生の受け入れ方針に基づく学生確

保の適切性を検証し、入学試験制度を見直している。例えば、文学部のＡＯ入試

では、2009（平成 21）年度から 2013（平成 25）年度までの入学生の１年次終了時

点の成績データの推移（全在籍者及びＡＯ入試による入学者の素点平均点とＧＰ

Ａの平均値）を精査し、その結果から「外国語能力重視型」や文章作成能力を重

視する「論文評価型」の入学試験を新設している。 

研究科については、「大学院教育検討委員会」において毎年度、各入学試験の志

願者数・合格者数・入学者数などの情報共有を行っているほか、各研究科では、

研究科委員会等において学生の受け入れ方針に基づく学生確保の適切性を検証し、

入学試験種別、選考方法などを見直している。例えば、理工学研究科では、国際

化を促進する観点から博士課程前期課程の一部の入学試験において出願時にＴＯ

ＥＩＣ®又はＴＯＥＦＬ®のスコアの提出を求め、外国語の学力確認を行っている。 

また、３年周期で「大学部門委員会」において体系的な点検・評価を全学的な

観点で実施している。全学的な課題であった定員管理の厳格化については「内部

質保証推進プロジェクト」が補欠合格制度の原案を検討し、2018（平成 30）年度

より制度導入に至っている。さらに、中期行動計画に定めた事項は毎年進捗状況
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を見直しながら実行しており、「内部質保証推進プロジェクト」は中期行動計画の

進捗状況の確認や、入試センター等とのヒアリングでの課題整理によって、改善・

向上に向けて支援している。 

このように、学生の受け入れの適切性については定期的に点検・評価を行い、

その結果をもとに改善・向上に向けた取組みを行っているといえるものの、収容

定員にかかる課題が見られることから、内部質保証システムを活用し、今後の改

善・向上に向けた取組みが望まれる。 

 

＜提言＞ 

改善課題 

１）収容定員に対する在籍学生数比率について、学士課程において、政策創造学部

国際アジア法政策学科では 1.27と高い。また、博士課程前期課程において、法

学研究科が 0.45、経済学研究科が 0.42、総合情報学研究科が 0.36、ガバナン

ス研究科が 0.43と低く、東アジア文化研究科が 2.38と高い。さらに、博士課

程後期課程においては、経済学研究科が 0.20、商学研究科及び理工学研究科が

0.28と低い。一方で、外国語教育学研究科では 2.78と高いので、学部及び研

究科の定員管理を徹底するよう、改善が求められる。 

 

６ 教員・教員組織  

＜概評＞ 

大学として求める教員像を明らかにするとともに、大学全体の教員組織の編制方

針を示し、これに沿って教員組織を編制している。法令等を満たす教員数を確保し、

適切な採用・昇任の規程を設けたうえで、教員・教員組織の改善及び質向上に向け

て、各種のＦＤ活動に取り組んでいる。なかでも、国際化の推進に向けた「グロー

バルＦＤ」の取組みは高く評価できる。一方、各学部・研究科におけるＦＤ活動に

は違いも大きいため、個々の取組みを大学として支援してさらなる質保証につなげ

ていくことを期待したい。 

なお、教員組織の適切性の点検・評価については、「大学部門委員会」による全学

的な点検・評価や各学部・研究科等の「人事委員会」等が点検・評価しており、点

検・評価結果をもとに「内部質保証推進プロジェクト」が大学全体の教員組織の編

制方針の原案を作成するなど、改善・向上に取り組んでいる。 

 

① 大学の理念・目的に基づき、大学として求める教員像や各学部･研究科等の教員 

組織の編制に関する方針を明示しているか。 

学是（理念）である「学の実化」を実現するため、大学として求める教員像と

教員組織の編制方針を定めている。 
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大学として求める教員像は、「『学位授与の方針』、『教育課程編成・実施の方針』、

『入学者受入れの方針』を理解し、①未来を切り拓き新しい価値を生み出す研究

を遂行する能力、②高度な知識や専門的なスキルを用いて教育を実践する能力、

③優れた研究実績に基づき、教育活動、地域社会、国内・国際社会との適切な交

流と循環により社会に貢献する能力を有する者」と定めている。 

教員組織の編制方針について、教員組織は、各学部・研究科の専門分野及びそ

の他部局の教育・研究領域の必要性に適合するよう編制することとし、各学部・

研究科は、教育研究上の目的を踏まえ、必要教員数の確保、教員編制上の年齢や

性別のバランス・国際化に対応しうる多様性への配慮、主要授業科目への専任教

員の配置などに留意して学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針を実現する

ために必要な教員組織を編制することを、大学全体の方針として定めている。 

大学として求める教員像や教員組織の編制方針は、学部長・研究科長会議で報

告を行い、各教員に配付・共有されるとともに、ホームページで公表されている。 

「年齢、性別、国籍等に関する構成員の多様化」の目標は、「Kandai Vision 150」

でも基本方針として明記され、「関西大学男女共同参画に関する基本方針」が策定

されており、教員の男女比についても配慮することとしている。 

さらに、文学部、政策創造学部、人間健康学部のように、全学の方針を踏まえ、

学部ごとの編制方針を明文化して共有している学部もあるものの、その他の学

部・研究科では「学問分野のバランスを考慮し、研究者としての専門的力量や適

切な学習指導能力を見極め、年齢、ジェンダー、国籍、経歴など教員構成の多様

性に配慮」するという共通の方針の共有にとどまっているため、学位授与方針及

び教育課程の編成・実施方針を踏まえて、学生に対して体系的・効果的な教育を

実施する観点から、各学部・研究科において教員組織の編制方針を策定すること

が望まれる。 

 

② 教員組織の編制に関する方針に基づき、教育研究活動を展開するため、適切に教

員組織を編制しているか。 

専任教員は、「職員任免規則」に基づいて、各学部・研究科、教育推進部及び国

際部に配置している。 

専任教員数は、大学及び大学院設置基準に定められた必要数を充足しており、

教員組織の年齢構成については、各学部・研究科において著しい偏りは見られず、

女性の専任教員比率についても、前回の大学評価時と比較して上昇している。一

方で、外国人教員数については、全学の教員総数に照らして少数である。民間企

業出身者等社会人の専任教員としての任用は、教育における「学の実化」をより

一層推進し、多様な教育サービスを提供するために、さらに推進する必要がある

と自己点検・評価していることから今後の取組みを期待したい。 
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教員組織については、「教員配置の進め方（方針）」に基づき、必要な分野の検

証を行うとともに各部局の教員数の見直し及び増員を実施し、それぞれの専門分

野や所管事務に適した教員組織となるよう取り組んでいる。例えば、文学部では

「人文学各分野の専門性とそれを俯瞰する総合性を兼ね備えた 21 世紀型市民の

育成」を目指すことを学位授与方針で定め、「人文学各分野の多様性と特性を理解

する」ことや「人文学の総合性を俯瞰するとともに、専門性と学際性を深める」

ことを教育課程の編成・実施方針に定めており、これに沿って英米文学英語学専

修、情報文化学専修等、専門分野ごとに 19専修から編成するなど、学部・研究科

それぞれが、各専門分野における専任教員を配置している。専兼比率については、

学部によって多少異なるが、主要な専門科目を専任教員が責任をもって教授する

体制を整えている。 

 

③ 教員の募集、採用、昇任等を適切に行っているか。 

教員の募集に際しては、選考日程・応募資格（求める人材像）・審査手続などを

明示し、必要に応じて公募などを行っている。公募以外の募集手続を行う場合に

おいても、一定の公正性に対する配慮がなされている。 

教員の任用・昇任などの手続に関しては、「職員任免規則」「職員就業規則」「教

育職員選考規程」、各学部・研究科における内規・申し合わせなどに明示されてお

り、これらに基づき、各教授会等のもとに設置される「人事委員会」等で厳格な

審査が行われ、人事教授会等において審議・決定している。その結果をもとに、

学長が理事会に推薦を行い、理事会がこれを任命しており、教員の募集、採用、

承認の手続は概ね適切に実施されている。 

 

④ ファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）活動を組織的かつ多面的に実施し、

教員の資質向上及び教員組織の改善・向上につなげているか。 

教育面に関しては、各学部・研究科における授業評価アンケートや学生アンケ

ート結果を活用した授業改善の取組みに加え、教育推進部のもとに設置された「教

育開発支援センター（ＣＴＬ）」が中心となり、教員の資質の向上を図るために、

年２回の「ＦＤフォーラム」 や「ＦＤ Ｃａｆé（新任教員研修会）」に加え、直

近の授業実践に活用可能な知見を得られる「ランチョンセミナー」や「日常的Ｆ

Ｄ懇話会」などを開催している。これらの取組みを通じて、ルーブリックを活用

するクラス数の増加につながっている。加えて、「教学ＩＲプロジェクト」による

学生調査（入学時、卒業時）結果の報告を通じ、各教授会構成員に対し、学生の

学修行動や学修経験の実態に関する理解を深める機会を設けている。 

国際化に対応する取組みとして、「国際教育支援室」を設置し、英語での科目開

講に必要な能力開発や担当授業におけるオンライン国際交流学習（ＣＯＩＬ）の
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活用のための技術支援等を目的とした「グローバルＦＤ」の取組みが行われてい

る。英語での教授法・授業運営等について相談ができる国際教育支援室の特任教

員によるオフィスアワーや、修士号・博士号を保持する外国人講師との英語マン

ツーマンセッション及び少人数のグループセッションを行う英語ブラッシュアッ

プアワーに加え、オーストラリアのクィーンズランド大学と連携したＣＬＩＬ

（Content and Language Integrated Learning）という英語による指導法を学ぶ

専門家訓練プログラムを展開・実施している。これらを通じ、参加教員の英語力

の向上だけでなく、教育・指導法の向上が図られている。ＣＬＩＬには、学内講

座と海外研修の２つの制度が用意されており、これらの受講者の中から、大学院

教育だけでなく、学部教育においても、英語での授業を担当する教員が複数輩出

されており、今後のグローバル教育の展開を支える教員の育成が期待できること

は高く評価できる。 

この他の全学的な取組みとして、人権問題に関する啓発活動、「障がいのある学

生に対する就学支援」にかかる情報提供、研究倫理教育としてコンプライアンス

研修及び研究倫理研修等を行っている。また、学部・研究科や教育推進部、社会

連携部、国際部及び研究所において有識者の講演会などを多数開催している。こ

のように多角的な取組みを組織的に行っているが、全学的なＦＤに関しては、必

ずしも全教員が積極的に参加している状況ではないことを大学自らが課題として

おり、これに対する工夫として広報誌『ＣＴＬニューズレター（年３回発行）』や、

「ＣＴＬメールマガジン」等で取組みの内容を周知していることは評価できる。 

一方、学部・研究科単位でＦＤ活動に取り組んでいるものの、取組みの状況は

学部・研究科ごとの違いも大きい。今後は、学部・研究科の個々の取組みを、大

学として適切に支援し、さらなる質保証につなげていくことを期待したい。 

研究活動の活性化を図る取組みについては、①研究水準向上に資すること、②

外部資金の獲得などを促進すること、③研究活動を活性化させることなどを目的

としてさまざまな支援経費を設定しており、各教員はこれらの獲得に向けた努力

を通じて、教員としての資質・意識向上を図っており、科学研究費補助金の応募・

採択件数の増加にもつながっている。また、教員による海外の大学や研究者との

交流を支援するため、在外研究員制度（2018（平成 30）年度より、国内研究員制

度と統合し学術研究員制度に改定）、協定校との交換研究者制度、外国人招へい研

究者制度、国際交流助成基金による助成（国際シンポジウム・国際学会及び協定

大学との共同研究）制度を設けているほか、教育活動、研究活動等の活性化を図

る取組みとして、学術情報システムを通じ教員の業績を定期的に把握し、昇任の

判断の際に活用している。さらに、必要に応じて、理事長・学長による教員の表

彰制度が活用され、教員の動機づけにも一定の配慮を行っている。 
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⑤ 教員組織の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。また、その結果

をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

教員組織の適切性の点検・評価については、「大学部門委員会」を中心に３年周

期で全学的に取り組んでおり、この結果を踏まえて「内部質保証推進プロジェク

ト」が、全学的な教員組織の編制方針の原案を策定するなど全学的な観点から改

善・向上に努めている。各学部・研究科では、点検・評価及びその結果を踏まえ

た検討を行うための組織・手続を整備し、例えば、経済学部では、「人事委員会」

が年齢構成・国際性・男女比などの教員配置の適切性について点検・評価し改善

に取り組んでいる。文学部、外国語学部、人間健康学部、教育推進部では、女性

教員の増加に向け積極的に募集や選考を行っている。また、外国語学部では外国

人教員数の比率改善に向けて取組んでいる。さらに、国際部の「国際委員会」が

中心となり、「外国人招へい研究者制度」の見直しを図っている。 

このように、教員組織の適切性の点検・評価は、大学全体及び各学部・研究科

において定期的に行われており、「内部質保証推進プロジェクト」が関与しながら、

改善・向上に向けて取り組んでいる。 

 

＜提言＞ 

長所 

１）国際化に向けた教育として実施しているオンライン国際交流学習（ＣＯＩＬ）

の活用や、英語での開講科目を充実させるため、「国際教育支援室」を設置し、

これらに必要な技術支援を中心とした「グローバルＦＤ」を行っている。英語

での教授法・授業運営等について相談ができる国際教育支援室の特任教員によ

るオフィスアワーや修士・博士号を保持した外国人講師との英語のマンツーマ

ンレッスン、少人数のグループセッションを導入し、教員の英語能力の向上を

図っているほか、海外の大学と連携して英語による教授法を学ぶプログラム（Ｃ

ＬＩＬ）を学内講座と海外研修で展開し、教育・指導法の向上にもつながって

いる。これらの受講者から学部教育でも英語で開講する教員が輩出されており、

今後のグローバル教育の展開を支える教員の育成への寄与が期待できることは

評価できる。 

 

７ 学生支援  

＜概評＞ 

「Kandai Vision 150」に学生支援に関する方針を明示し、ホームページを通じて

公表するとともに、それぞれの取組みの責任主体を明確にし、多様な学生支援の取

組みを展開している。修学支援については、学生自らの学修を進めるために、教育

推進部を中心に各学部独自の取組みとあわせて補習・補充教育を展開し、また、「奨
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学金委員会」において充実した経済的支援に加え、奨学生同士の交流の機会を設け

るなどの独自の工夫を行っており高く評価できる。生活支援については、各キャン

パスに心身の健康に関する相談窓口を設け、ハラスメント防止に関する規程やガイ

ドラインを整備している。正課外活動としてボランティアやピア・サポート活動に

参加する学生も多く、研修などの充実した支援体制を構築している点にも特長が見

られる。進路支援については、キャリアセンターを中心に、キャリア教育プログラ

ムによりキャリア支援の５段階システムを確立し、さまざまな就職支援の取組みと

あわせて総合的なキャリア支援を展開している。 

学生支援の適切性については、支援に取り組む各部局の自己点検・評価を担う組

織等が定期的に点検・評価し、大学執行部が全体の確認を行っている。また、３年

周期で「大学部門委員会」において体系的な点検・評価を全学的な観点から行って

いるほか、毎年実施する「学生生活実態調査」や、中期行動計画の毎年の見直しを

通じて、改善・向上に向けた取組みを行っており、「内部質保証推進プロジェクト」

は点検・評価の結果や中期行動計画の進捗状況を確認し、学生センター等へのヒア

リングを通じて課題の整理を行うなど、改善・向上への取組みを支援している。 

  

① 学生が学習に専念し、安定した学生生活を送ることができるよう、学生支援に関

する大学としての方針を明示しているか。 

学生支援に関する方針は、「Kandai Vision 150」において示しており、学生支

援の政策目標としては「課外活動による豊かな人格形成と地域社会との信頼構築」

「安全・安心な学生生活を保障する支援策の充実」「奨学支援事業の発展的展開」

を掲げている。また、修学支援に関しては、教育の政策目標における指針に「学

生が自ら学修を進めるための仕組みの構築」を示し、生活支援に関しても同様に

「学生相談・支援体制の充実」を明示している。さらに、進路支援については、

就職・キャリアの政策目標として「組織的・体系的なキャリア教育の確立」「戦略

的就職支援の確立」を掲げている。その他、障がいのある学生に対しての基本方

針やハラスメント防止に関する規程及びガイドラインを定め、ホームページやパ

ンフレット等を通じて関係者への周知を図っている。 

 

② 学生支援に関する大学としての方針に基づき、学生支援の体制は整備されている

か。また、学生支援は適切に行われているか。 

修学支援について、教育推進部のもとの「教学ＩＲプロジェクト」にて、入学

時や卒業時の詳細な調査を通じて、留年者及び休・退学者の対応などについて分

析を行うことで、補習・補充教育や自主的な学習の促進に関する支援を行い、各

学部で成績不振者に対する学習指導面談などを行っている。補習教育は各学部が

対象となる学生を抽出し、各学部独自の補習教育プログラムの受講を推奨してい
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る。また、補充教育としてキャンパスごとに「ライティングラボ」を開設し、チ

ューターが論文・レポート作成の指導を行っている。障がいを持つ学生に対して

は、学生相談・支援センターにおいて、コーディネーターを配して支援を行って

いる。さらに、留学生の修学支援として「日本語」「日本事情」の科目を開設し、

正課外でも「日本語チューターセッション」を設け、日本人学生が学生生活全般

の相談を受ける仕組みを設けている。 

正課外活動として取り組んでいるピア・サポート活動は、教育研究支援、学生

生活支援、大学広報支援の分野において、多数の種類を設け、多くの学生が携わ

っている。学生同士の助け合いを通じて社会性や主体性を備えた自律的に行動で

きる学生の育成を目的とした、準正課教育プログラムとして位置付けており、各

分野に関連する事務局や学生スタッフのリーダーが連携し、イベントの共同企画

や、「活動報告会」等を通じて、ピア・サポートに関わるさまざまな組織・学生間

の情報共有・連携強化に取り組んでいる。さらに、さまざまな研修や、「考動力」

の測定等を通じて、学生同士の学び合いによる成長を全学的に支援しており、評

価できる。 

学生への経済的支援については、「奨学金委員会」を中心に、実務は奨学支援グ

ループが担当し、留学生を対象とする奨学金や正課外活動を対象とする奨学金を

含め、さまざまな奨学金制度を設けている。奨学金制度は、学生生活実態調査の

結果等を踏まえて有効性を検証しており、こうした検証を通じて 2016（平成 28）

年の創立 130 周年記念事業の一環として、既存の奨学金制度を大幅に改革し、経

済支援に軸足を置いた学縁給付奨学金制度の構築に取り組み、「『学の実化』入学

前予約採用型給付奨学金」を導入した。加えて、奨学金を受けている学生の交流

会として「葦の葉倶楽部」を設立するなど、奨学支援事業の発展的展開に取り組

んでいる。入学前予約採用型給付奨学金の導入によって、志願者の経済的な不安

の軽減につなげていることに加え、「葦の葉倶楽部」では卒業した奨学生も参加し、

キャンパス、学部及び学年の枠を超えたさまざまな交流や相互支援によって、学

生が自身のキャリアに対する新たな気付きや活動をもたらすコミュニティとして

機能しており、独自の取組みとして高く評価できる。 

生活支援について、各キャンパスに相談窓口として心理相談室を設置している

ほか、保健管理センターでは、全キャンパスに看護師、保健師を配置して健康管

理や健康相談を担っている。この他に、千里山キャンパスには保健診療所を併設

し、学内での受診が可能となっている。また、学生センターにおいてハラスメン

トの相談窓口や手続等を明確にした規程、防止ガイドラインを定め、「ハラスメン

ト防止委員会」を設けるとともに、外部専門家と教職員相談員がハラスメント相

談窓口として対応している。 

進路支援について、キャリアセンターを中心に、資格試験への対応のためにエ
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クステンション・リードセンターを設置し、キャリアセンター事務局及び各キャ

ンパスに分室を設け、取組みを行っている。キャリアセンターにはキャリアデザ

インルーム（進路支援室）を設け、キャリアカウンセラーなどのキャリアデザイ

ンアドバイザーを配置している。また、キャリア教育としては、「関西大学キャリ

ア教育プログラム（Ｋ－ＣＥＰ〈Kansai University Career Education Program〉）」

により、キャリア意識の啓発からキャリアデザインにかかる正課科目、事前・事

後研修を含めたインターンシップを経て就職活動へとつなげる、５段階のキャリ

ア支援システムを確立し、学士３年及び修士１年を対象に「就職・進路ガイダン

ス」を開催し、「就活準備講座」や「就活対策講座」などの就職活動の講座等との

相乗効果を図っている。さらに、６種類の適性テストと 42種類のワークからなる

ＣＡＰ（Computer Assisted Career Planning）システムを独自に開発している。 

 

③ 学生支援の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。また、その結果

をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

学生支援の適切性の点検・評価については、支援に取り組む部局の自己点検・

評価を担う組織等が行い、大学執行部が全体の確認を行っている。例えば、修学

支援については「学部執行部会」が成績不振の学生指導体制・実施方法について

点検を行い改善に努めている。また、進路支援では「キャリアセンター主事会」

が就職・キャリア支援に関する取組みを点検・評価したうえで、「キャリアセンタ

ー自己点検・評価委員会」が就職・キャリア支援を含む進路支援の全体事項につ

いて点検・評価を行っている。その他「国際教育センター委員会」、学生相談・支

援センター、「ボランティア連絡協議会」「学生支援連絡協議会」がそれぞれの活

動内容を随時点検し見直しを行っている。さらに、毎年行っている「学生生活実

態調査」において、授業や課外活動などについても充実度、満足度を質問すると

ともに、自由記述項目を設けて大学への意見・要望を確認しており、この結果は

「学部長・研究科長会議」に報告のうえ、授業関係は教育推進部と各学部、その

他は学生センターで検討し改善に取り組んでいる。加えて、３年周期で「大学部

門委員会」による体系的な点検・評価を全学的な観点で実施しているほか、中期

行動計画に定めた事項は毎年進捗状況を見直しながら実行している。このように、

学生支援の適切性について定期的に点検・評価が行われており、「内部質保証推進

プロジェクト」では点検・評価の結果や中期行動計画の進捗状況を確認し、ヒア

リングを通じて学生センターやキャリアセンター等の課題の整理に向けた助言を

行うなど、改善・向上への取組みを支援している。 

 

＜提言＞ 

長所 
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１）「学生生活実態調査」をもとに奨学金制度の改編に取り組み、「学習支援型」か

ら「経済支援型」の「『学の実化』入学前予約採用型給付奨学金」へと改編し、

志願者の大学進学時の経済的不安を取り除くことに寄与している。また、奨学

生同士の交流の場として「葦の葉倶楽部」を設立し、卒業生も参加する交流会

を開催しており、キャンパス、学部、学年の枠を超えた交流の中で多様な視点

で互いを支援することで、学生が自身のキャリアに対する新たな気付きや活動

をもたらすコミュニティとして機能している。これらは、「Kandai Vision 150」

に掲げる奨学支援事業の発展的展開に資する、独自性のある取組みとして評価

できる。 

 

８ 教育研究等環境  

＜概評＞ 

教育研究等環境の整備に関する方針は「Kandai Vision 150」において明示し、方

針に基づいて教育研究等環境の整備に努めている。なかでも、学生の主体的な学習

を支援する共有スペースの整備に、ハードとソフトの両面から、力を入れている。

また、図書館に対する学生の満足度は高く、学生の利便性を高めるさまざまな工夫

の成果が利用者数の増加などに表れていることは評価できる。加えて、大型の研究

組織の形成支援と若手研究者育成に重点を置いた取組みを展開しており、これらの

取組みが研究活動の活性化につながっている点は評価できる。 

教育研究等環境の適切性の点検・評価については、「大学部門委員会」を中心に３

年周期で体系的な点検・評価を全学的に実施しているほか、常任理事会のもとの「キ

ャンパスデザイン会議」や、個々の業務を所管する組織において点検・評価し、改

善に取り組んでいる。「内部質保証推進プロジェクト」は点検・評価の結果や中期行

動計画の進捗状況を確認し、研究推進部、社会連携部等とのヒアリングを通じて改

善・向上を支援している。 

 

① 学生の学習や教員による教育研究活動に関して、環境や条件を整備するための方

針を明示しているか。 

教育研究等環境の整備に関しては、2016（平成 28）年度に新たに策定した

「Kandai Vision 150」の中の「教育」の項目において、「複数キャンパス連携型

学習環境の充実」を、「組織運営」の項目において「キャンパス特性にあわせた持

続可能な施設・設備の整備・充実」を方針（政策目標）として明示している。こ

れらの方針は、学部長・研究科長会議で報告を行い、各教員への配付・共有する

とともに、ホームページでも公表されている。 

 

② 教育研究等環境に関する方針に基づき、必要な校地及び校舎を有し、かつ運動場
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等の教育研究活動に必要な施設及び設備を整備しているか。 

施設・設備などの整備は、「常任理事会」のもとに置かれた「キャンパスデザイ

ン会議」が中心となり、行っている。学部学生・大学院学生が学ぶキャンパスと

して、４キャンパス（千里山・高槻・高槻ミューズ・堺）を設置し、それぞれ校

地・校舎に関しては、大学設置基準などの法令上必要な要件を満たしている。千

里山キャンパスをはじめ、各キャンパスで、それぞれの教育研究ニーズに応じた

最新の設備を有した校舎を整備し、建替えもしくは改修計画を進めるとともに、

キャンパスの狭あい化などの問題を解消するために、新たな土地の取得にも努め

ている。 

学生の主体的な学習を支援する共有スペースについては「関西大学コモンズ委

員会」が中心となり方針及び効果の検証を行っており、2012（平成 24）年にはチ

ューターによる授業外でのライティングの支援を行うライティングラボを開設し、

2013（平成 25）年にはラーニングエリア及びライティングエリアなどで正課での

学習支援やボランティアエリア及びピアエリアなどで正課外の活動支援にあたる

コラボレーションコモンズを開設している。また、2015（平成 27）年には総合図

書館と教育推進部が連携し、総合図書館ラーニング・コモンズを開設するなど、

学習環境の整備に取り組んでいる。 

キャンパスのバリアフリー化については、「Kandai Vision 150」において、「大

学教育のユニバーサルデザイン化の推進」を掲げており、これに基づき、管財局

が、「学生相談・支援センター」と連携し、専用駐車スペースの確保、スロープや

エレベーターの設置、ドアの自動化・引戸化、多目的トイレの増設などの対応を

進めている。 

ネットワーク環境やＩＣＴ機器の整備については、インフォメーション・テク

ノロジーセンター（以下、「ＩＴセンター」という。）が中心となり遠隔講義シス

テムの導入や公衆情報網（無線ＬＡＮを含む）の提供も含め取り組んでいる。海

外との遠隔授業を実現するオンライン国際交流学習（ＣＯＩＬ）の環境も整備さ

れており、文部科学省「平成 30年度『大学の世界展開力強化事業』～ＣＯＩＬ型

教育を活用した米国等との大学間交流形成支援～」にも採択されている。また、

ＩＴセンターは、各キャンパスに設置するパソコンやオープンパソコンコーナー

などのスペースの管理・運用を行うとともに、パソコンやソフトウェア利用の案

内や問合せ対応を行っている。また、不正アクセス等への対応にも適切に対処し

ている。 

情報倫理については、2016（平成 28）年に情報セキュリティポリシーに関わる

各種規程やガイドラインを制定し、大学全体として情報リテラシーの向上、情報

倫理の確立に取り組んでいる。特に、ＩＴセンターホームページ内に学生向けの

「情報倫理・セキュリティ対策」ページを公開することに加え、新入生に向けて
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パソコンやＳＮＳの利用法を記載したリーフレットを配付し、最初のサービス利

用時に簡単なリテラシーテストの受講を義務付けるとともに、情報倫理やセキュ

リティに関わる講習会、セミナー等を開催している。また、図書館においても、

各種オンラインサービスによる情報提供を行っており、「情報システム利用規程」

に基づく情報に関する倫理遵守を求めた利用を促している。 

 

③ 図書館、学術情報サービスを提供するための体制を備えているか。また、それら

は適切に機能しているか。 

４つのキャンパスにそれぞれ、総合図書館、高槻キャンパス図書館、ミューズ

大学図書館、堺キャンパス図書館を設置している。図書館の目的は「関西大学図

書館規程」に規定されており、その運営は各種規程に基づき行われている。「関西

大学図書館資料収集方針」に基づき、適切な蔵書構成を図り、学部学生、大学院

学生をはじめ、近隣地域住民の利用者のニーズに応えている。 

図書資料は、図書、学術雑誌ともに十分な質・量を所蔵しており、電子情報な

どの学術情報も豊富である。また、図書館入館者数や年間貸出冊数も順調に推移

している。総合図書館を核として、図書館間相互貸借（ＩＬＬ）制度なども整備

しており、いずれの図書館でも収容定員に鑑みて必要な閲覧席等が設けられてい

る。開館時間は、授業終了後にある程度学生が学習できるよう配慮しており、各

図書館には、ＫＯＡＬＡ（関西大学蔵書検索システム）や各種データベースなど

を利用できるように、利用者用パソコンも適切に設置されている。 

さらに、図書館のスタッフ（専任職員及び委託業者など）として、各館に司書

資格を有する専任職員を、複数配置している。 

以上のことから、学生の満足度調査においても評価は高く、図書館や学術情報

サービスを提供するための体制を適切に整備しているといえる。  

 

④ 教育研究活動を支援する環境や条件を適切に整備し、教育研究活動の促進を図っ

ているか。 

「Kandai Vision 150」を通じ、大学としての研究に対する基本的な考え方とし

て、教育と研究の高度な相互連関性を高めるための研究ガバナンス体制の拡充と

次世代を担う若手研究者と起業家の育成を掲げている。研究活動を支援する組織

として、研究推進部に、「研究推進委員会」を設置している。 

個人研究費は、「個人研究費取扱規程」に基づいて、毎年度、専任教員全員と、

心理学研究科、法科大学院（法務研究科）及び会計研究科の特任教員に対して交

付され活用されている。また、外国出張補助費や研究成果出版補助費などの研究

支援制度を設けている。学内の公募型の競争的研究経費として、研究拠点形成支

援経費、若手研究者育成経費、教育研究高度化促進費、教育研究緊急支援経費の
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４つの支援制度を整備している。このように、政策目標に掲げた大型の研究組織

の形成支援と若手研究者育成に重点を置いた取組みを展開していることは、評価

できる。 

外部資金獲得は、科学研究費助成事業への申請を基本としている。申請書作成

支援はもとより、申請・採択状況の分析などの情報提供、科学研究費申請奨励研

究費の支給、間接経費の配分など、申請の活性化を促す支援策を整備している。

また、研究活動の活性化を支える人材として、ＵＲＡ（University Research 

Administrator)を戦略的に配置し、文部科学省の研究ブランディング事業の申請

などにも積極的に関わり、成果を上げている。 

研究室の整備について、ほとんどの専任教員に、個人研究室が与えられている。

また、専任教員の授業担任責任時間数を「職員就業規則」に定め、研究時間を確

保できるよう労働環境の整備に努めている。さらに、学術研究員制度（在外研究

員制度と国内研究員制度を 2018（平成 30）年度に統合）、交換（派遣）研究者制

度、外国留学者制度、研修員制度などの研究専念制度を整備している。研究補助

体制として、特別任用研究員、ポストドクトラルフェロー（ＰＤ）及びリサーチ

アシスタント（ＲＡ）の雇用が可能な制度を整備している。加えて、教育支援体

制として、資料の印刷、機器設置、出欠調査、授業のビデオ撮影など授業運営を

支援するＳＡや、担任者の助言のもとで実験・実習科目等における教育の補助を

行うＴＡ、演習型授業における学習者の支援を行うＬＡ制度を導入しており、教

育研究活動を支援する環境や条件を適切に整備しているといえる。 

 

⑤ 研究倫理を遵守するための必要な措置を講じ、適切に対応しているか。 

研究倫理について、研究者が遵守すべき倫理及び研究遂行過程、研究成果公表

及び研究費に関する留意事項を示した「研究倫理規準」を策定している。加えて、

「関西大学における人を対象とする研究に関する倫理規程」や「遺伝子組換え生

物等の第二種使用等に関する管理規程」を制定しているほか、軍民両用技術（デ

ュアルユース）に関する研究費に関わる大学の方針も定めている。さらに、「公的

研究費等取扱規程」において、競争的資金を中心とした公募型の研究資金の適正

な管理に関する必要な事項を定めるとともに、「研究活動における不正行為に関す

る取扱規程」において、ねつ造、改ざん、盗用などの研究者による不正行為への

対応などを定めている。加えて、研究成果の知的財産権にかかる、「発明規程」を

定めている。これらの規準・規程は、ホームページなどを通じて学内外に広く周

知している。 

研究活動の不正防止への取組みとして、ｅラーニング教材等を利用したコンプ

ライアンス研修及び研究倫理研修を、定期的に全研究者を対象に実施しており、

部局長に専任教員の受講状況を報告し、未受講者に、研修受講を促してもらうこ
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とで受講の徹底を図っている。さらに、論文発表前に独自性を検証するツールと

して「iThenticate（アイセンティケイト）」を導入しており、研究倫理を遵守す

るための措置を適切に実施している。なお、研究倫理研修に関し、教員はほぼ全

員が受講しているものの、大学院学生の研究倫理研修の受講率は高くないため、

今後の対応が求められる。 

 

⑥ 教育研究等環境の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。また、そ

の結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

教育研究等環境の適切性の点検・評価については、３年周期で「大学部門委員

会」による体系的な点検・評価を全学的な観点で実施している。特に、研究活動

に関しては、「論文等研究成果の発表状況・国内外の学会での活動状況」、「特筆す

べき研究分野での研究活動状況」、「研究助成を得て行われる研究プログラムの展

開状況」、「附置研究所と大学・大学院との関係」等の評価項目を設けて点検・評

価し、改善に取り組んでいる。この他、「常任理事会」のもとに設置した「キャン

パスデザイン会議」が教育研究等環境のあり方について検討する体制をとってい

る。この会議には、構成員として学長、副学長が参画しており、法人組織と教学

組織の連携も確保されている。さらに、施設設備等の教育環境に関しては管財課

の「ヒアリング会」が、学術情報サービスに関しては、「図書委員会」「博物館運

営委員会」「ＩＴセンター委員会」が、研究活動の促進のための条件整備等に関し

ては、研究推進部や社会連携部が中心となり、改善に取り組んでいる。特に、博

物館の既存収蔵庫に関しては、事務組織の改編により博物館専有ではなくなった

ことから、文化財保護法、博物館設置基準に照らして課題が生じており、関係機

関と協議し、専有の収蔵庫や作業スペースの確保など改善に向けた努力が行われ

ている。「内部質保証推進プロジェクト」は点検・評価結果や、中期行動計画の進

捗状況を確認し、ヒアリングを通じて研究推進部や社会連携部等の課題の整理に

向けた助言を行うなど、改善・向上に向けた取組みを支援している。 

 

９ 社会連携・社会貢献 

＜概評＞ 

社会連携・社会貢献に関する方針は、「社会連携基本方針」（2012（平成 24）年度

改訂）を定め、さらに「Kandai Vision 150」においても、当該方針を踏まえつつ、

将来像を明示している。そのうえで、学是（学の実化）のもと、社会連携・産学官

連携、地域連携、高・大の接続にかかる多種多様な取組みが、社会連携部、図書館、

学生センター、博物館を中心に各キャンパスにおいて活発に行われている。産業界・

地域の課題解決に向けて、学部内における複数の研究者と学生のチームとしての取

組みや、学部横断的なプロジェクト等の取組みを積極的に展開し、学内の教育研究
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成果を社会に還元している。また、地域の防災意識の向上に寄与する取組みについ

ても全学的に行われており高く評価できる。 

社会連携・社会貢献の適切性の点検・評価については、社会連携部など社会連携

活動に取り組む部局の点検・評価を行う組織が行い、３年周期で「大学部門委員会」

による体系的な点検・評価を全学的な観点で実施している。また、中期行動計画の

毎年の見直しを通じて、改善・向上に向けて取り組んでおり、「内部質保証推進プロ

ジェクト」は点検・評価の結果や中期行動計画の進捗状況を確認し、社会連携部等

とのヒアリングを通じて改善・向上を支援している。 

 

① 大学の教育研究成果を適切に社会に還元するための社会連携・社会貢献に関する

方針を明示しているか。 

社会連携・社会貢献に関する方針は、「社会連携基本方針」において、「社会と

の連携を強化し、研究成果の社会への還元・活用を推進することにより、その成

果とともに関西大学と地域社会の発展に積極的に寄与する」ことを掲げたうえで、

「社会連携」「産学官連携」「知的財産」「地域連携」「高大連携」にかかる方針を

定め、ホームページに明示している。 

また、2016（平成 28）年度に新たに策定した「Kandai Vision 150」において

も、当該方針を踏まえつつ「社会貢献のあり方」における「関大らしさ」を社会

貢献の将来像のテーマとして掲げたうえで、「地域の課題解決に資する社会貢献事

業の推進」等複数の政策目標を明示している。さらに、地域との連携については、

各キャンパスが設置されている市との協定を締結し、「協定書」や「覚書」により

趣旨を明確にしている。 

 

② 社会連携・社会貢献に関する方針に基づき、社会連携・社会貢献に関する取り組

みを実施しているか。また、教育研究成果を適切に社会に還元しているか。 

産学官連携については、社会連携部が中心となり企業や公共団体等との連携に

よる共同研究や受託研究を推進している。具体的には、産学官連携コーディネー

ターを置き、学内シーズの把握とホームページへの公表、国立研究開発法人科学

技術振興機構での説明会への参画、国内特許出願等に取り組んでおり、近年では、

共同研究、受託研究、指定寄付の件数が増加している。また、理工系だけでなく

文系学部教員による企業からの受託研究等、積極的に連携事業に関与し、研究成

果の社会還元に努めている。さらに、高・大の接続事業では、「関大の講義に学ぶ」

をはじめとする高校生向け各種セミナーを実施し、コンセプトを明確に高等学校

に示すことでニーズの発掘・活動への反映に取り組んでいる。なお、産学官連携

コーディネーターの雇用のあり方や若手人材の育成について大学自らが課題とし

ているため、今後の取組みを期待したい。 
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地域連携については、「課題解決型事業」を中心に、国際交流事業やスポーツ及

びボランティアによる地域交流、図書館や博物館等の学術資源を活用した地域連

携等、多種多様な取組みを推進している。例えば、課題解決型事業として、堺市

との連携事業協力資金を用いて活動を進めるとともに、萌芽的な地域連携プロジ

ェクトを補助する「地域連携活動に対する補助事業」を行っているほか、「地域連

携事例集」を発刊して、事業モデルを学内外に発信している。 

これらの取組みでは、理工系学部が持つ技術に基づいて文系学生が連携企業と

のビジネスプランを作成する文理融合型プロジェクトで、大学発の技術シーズを

活用した商品を開発して産業振興に寄与しているほか、これを起点に協定を結ぶ

堺市との協働事業として、市内の企業数社の持つ問題や課題を解決する活動につ

ながるなど、総合大学の特徴を生かした教育研究の還元が行われている。加えて、

「地域で活躍する若い力」奨励賞を設け、学生の地域連携活動への参加を促して

いるほか、学生の成長を省みるため、ルーブリックを用いた「地域連携活動自己

評価シート」を導入しており独自の調査として今後の成果が期待できることから、

「学の実化（学理と実際の調和）」の実現に向けた取組みとして高く評価できる。 

また、地域の防災にかかる取組みとして、防災マニュアルを整備し、学内構成

員だけでなく地域住民も参加する大規模な防災イベント「関大防災 Day」を毎年

開催しているほか、学内の備蓄倉庫の見える化などの工夫により、地域の防災意

識の向上に貢献している。なお、社会安全学部の開設以降、同学部学生が中心と

なり、地域の学校での防災・安全教育等に参加し学習成果を地域社会に発信し、

2016（平成 28）年には、災害時の自助活動や事業の継続に取り組む企業・団体と

して「国土強靭化貢献団体認証（レジリエンス認証）」を大学として初めて取得す

るなど、地域の防災拠点として教職員及び学生が積極的に役割を果たしているこ

とは高く評価できる。 

加えて、社会人の学び直しに関わる取組みとして、教育推進部が中心となり履

修証明プログラム「海外子会社の経営を担う人材を養成する大学院教育プログラ

ム」を実施している。 

これらの取組みはいずれも、「社会連携基本方針」「Kandai Vision 150」の方針

と合致する積極的な活動といえる。 

 

③ 社会連携・社会貢献の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。また、

その結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

社会連携・社会貢献の適切性の点検・評価については、社会連携部のほか社会

連携活動に取り組む部局の点検・評価を担う組織が行い、大学執行部が全体の確

認を行っている。特に、社会連携部における連携事業、社会貢献などの活動全体

については、社会連携部のもとに設置している各センター委員会や全学委員会で
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ある「社会連携委員会」において、事業の実施及び年度の事業結果について報告

を行い、必要に応じて事業内容の意見聴取を行っている。また、知財の保護を含

む研究成果などの活用・社会還元などの産学官連携活動は「コーディネーター会

議」において活動内容の共有や意見交換を行っている。さらに、地域連携事業や

公開講座については連携自治体との協議会において地域からの要望をすり合わせ

ながら内容を検討し、ニーズに沿った事業の実施を進めている。加えて、地域に

おける国際交流事業や、スポーツ振興を通じた地域連携・地域交流事業等も、主

管部局が運営に関わる団体等と企画内容を点検・評価し、意見を踏まえて活動内

容の改善・向上に取り組んでいる。 

また、３年周期で「大学部門委員会」による体系的な点検・評価を全学的な観

点で実施しているほか、中期行動計画に定めた事項は毎年進捗状況を見直しなが

ら実行している。「内部質保証推進プロジェクト」は、社会連携部等とヒアリング

の機会を設け、取り組むべき課題の整理や、中期行動計画に掲げる事項の制度設

計の検討などを通じて、社会連携・社会貢献にかかる改善・向上の取組みに寄与

している。 

 

＜提言＞ 

長所 

１）自治体や企業・団体等と多数の連携協力協定を締結し、産学官連携コーディネ

ーター等を配置し、産業界や地域の課題解決に向けた社会連携活動を展開して

いる。具体的には、大学発の技術シーズを活用した商品開発に加え、協定を結

ぶ堺市との協働事業において、学生が市内の企業が抱える課題に対する解決策

を提案する活動など、総合大学の特徴を生かして教育研究の成果を還元してい

る。さらに、「地域で活躍する若い力」奨励賞を設け、学生の地域連携活動への

参加を促しているほか、学生の成長を省みるため、ルーブリックを用いた「地

域連携活動自己評価シート」を導入しており、独自の調査として今後の成果が

期待できることなどから、これらは、「学の実化（学理と実際の調和）」の実現

に向けた取組みとして評価できる。 

２）防災に対する取組みとして、防災マニュアルを整備し、学内構成員と地域住民

が参加する防災行事「関大防災 Day」を毎年開催しているほか、学内の備蓄倉

庫の見える化などの工夫により、地域の防災意識の向上に貢献している。また、

社会安全学部の開設以降、同学部の学生が近隣学校で防災・安全教育を行うな

ど、学部の特徴を生かした取組みが行われており、災害時の自助活動や事業の

継続に取り組む企業・団体として「国土強靭化貢献団体認証（レジリエンス認

証）」を大学として初めて取得するなど、教職員と学生が多様な形で地域の防

災拠点としての役割を積極的に果たしていることは評価できる。 
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10 大学運営・財務 

（１）大学運営  

＜概評＞ 

大学運営にかかる方針は「Kandai Vision 150」において、2017（平成 29）年度

から 10年間の政策目標として、５つの方針を明示したうえで、具体的な行動計画及

び課題を示している。これらを実行に移すための所要の職や組織を規程に則り適切

に整備しており、特に、学長のもとに、副学長が所管する教育推進部、研究推進部、

社会連携部及び国際部の４部を設置することで円滑な意思決定が図られている点は

特徴的である。 

予算編成及び予算執行や、事務組織の運営は適切に行われており、なかでも 2017

（平成 29）年度から実施している「ＳＤ研修プログラム」は、教職員と大学運営に

関心を持つ学生が三者一体となって取り組むプログラムであり、有意な人材の育成

につながる取組みとして、高く評価できる。大学運営については、ガバナンス体制

や事務組織体制等の適切性を中心に、「寄附行為検討委員会」「事務組織検討委員会」

等が点検・評価し、改善・向上に向けて取り組んでいる。 

  

① 大学の理念・目的、大学の将来を見据えた中・長期の計画等を実現するために必

要な大学運営に関する大学としての方針を明示しているか。 

大学運営に関する方針は、「Kandai Vision 150」において、「より柔軟で堅牢な

組織」を組織運営の将来像として掲げており、当面 10年間の政策目標として、「多

様な人材が集い、新たな可能性を拓く柔軟な組織基盤の構築」「多様なステークホ

ルダーとの対話と迅速な意思決定の両立」「財政基盤の強化と予算編成体制の再構

築」などの５つの方針を示している。これらを具現化するため、中期行動計画等

において、具体的な組織運営上の行動計画及び課題を定め明示している。これら

は、ホームページで公表し、各学部・研究科の教授会や「大学事務連絡会」を通

じて学内に周知・共有しており、適切に方針を明示している。 

 

② 方針に基づき、学長をはじめとする所要の職を置き、教授会等の組織を設け、こ

れらの権限等を明示しているか。また、それに基づいた適切な大学運営を行って

いるか。 

大学運営については、寄附行為、学則、「副学長規程」「教授会規程」等を定め、

学長、副学長、学部長、教授会等の権限と責任を明確にしており、学長の選出に

ついては、「学長選挙規程」や「学長辞任請求規程」において手続を定めている。

また、学長の職務として「大学の教務を統括し、最終的な決定を行う」とし、教

授会については「研究及び教育に関することを審議する」と定め、学長権限と教
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授会の役割を明確にしている。さらに、「学部長・研究科長会議」「大学協議会」

を学則等の規程に基づいて設置している。 

加えて、2008（平成 20）年度より学長のもと、副学長が所管する教育推進部、

研究推進部、社会連携部及び国際部の４部を設置している。各部には、副学長を

委員長として、各学部・研究科などの代表者（副学部長など）を主なメンバーと

する専門委員会を設置し、学部を横断した所管の専門事項について審議し決定し

ている。従来の「学部長・研究科長会議」での審議事項の一部を、これらの４部

に設置した専門委員会で審議し、「学部長・研究科長会議」では報告事項として取

り扱うことにより、議論の実質化や意思決定の円滑化が図られている。これらは、

「Kandai Vision 150」における「Ⅱ-8 組織運営」政策目標に示した「学内外の

動向に戦略的かつ迅速に対応するため、法人・教学のリーダーが十分に力を発揮

し、適切な運営が行えるよう、権限、責任の最適化と学内対話の活性化を図ると

ともに、それぞれの運営を支える人的、組織的体制を整える」に合致するものと

して、評価できる。 

法人組織については、寄附行為において学校法人の最終意思決定機関として、

理事会の権限と役割を定め、理事長、学長、副学長、学部長、研究科長及び「学

部長・研究科長会議」「大学協議会」等の役職者や機関についても、権限と役割を

定めている。 

教学組織（大学）と法人組織（理事会など）の権限と責任も「議案取り扱い基

準」「事務専決事項」等の規程により明確にして、適切な大学運営を行っている。 

さらに、円滑な法人運営に向けて、「危機管理規程」を策定し、理事長を危機管

理最高責任者とする「危機管理委員会」のもとで「危機管理基本マニュアル」に

おいて、危機管理に関する共通の方針や体制などを明記し、地震や事故等重要な

危機事象については個別の対応マニュアルを整備している。以上のように、地域

と連携した防災への取組みも含め、全学的にさまざまな危機管理への対応策を講

じていることは、先進的な取組みとして評価できる。 

 

③ 予算編成及び予算執行を適切に行っているか。 

予算編成については、理事会が策定する「予算編成方針」に基づき予算実行単

位（各学部・機関）が予算申請を行い、申請をとりまとめる予算担当課（人事課

（2018（平成 30）年 4 月より人材開発課と給与・福利厚生課に再編）、財務課、

管財課）のヒアリング調査及び査定を経て予算原案を策定している。予算原案は、

「大学予算委員会」「常任理事会」及び理事会で審議した後、評議員会の諮問を経

て、理事会にて事業計画とともに決定し、ホームページに公開している。予算原

案は、予算申請の際に予算実行単位が作成した事業概要、成果目標及び全体計画

（複数年にわたる場合）等も踏まえて作成しており、中長期計画と連動した予算
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編成となるよう配慮している。 

予算執行については、予算申請と同様に、予算単位（法人部局及び大学は予算

実行単位）ごとに事務管理職者を通じて各責任者の承認を得て行っている。また

執行の透明性を確保するため、「経理規則」「経理規則細則」や各規程・取扱要領

を遵守しながら効率的に予算を執行するだけでなく、月次で常任理事会及び理事

会に資金収支状況の報告を行っている。 

 

④ 法人及び大学の運営に関する業務、教育研究活動の支援、その他大学運営に必要

な事務組織を設けているか。また、その事務組織は適切に機能しているか。 

事務組織の編制は、「事務組織規程」に基づき、法人本部・大学本部・内部監査

室を設け、それぞれのもとに業務及び教育研究活動の支援を担う課、事務室及び

グループを設置している。各組織では、目標管理制度に基づき、ビジョンを踏ま

えた業務遂行上の指針を掲げたうえで、部門、部署及び個人の目標をそれぞれ関

連させて設定している。この過程では部門、部署の長と所属する事務職員が十分

に話し合うことで、学園全体の方針が全事務職員に浸透し、適切な業務遂行が行

われるよう配慮している。また、事務職員は概ね 30代前半までに３部門を経験さ

せることとしており、事務組織を活性化する人員配置も行っている。 

事務職員の採用及び昇格は、「事務職員任用基準規程」や人事制度に基づき、実

施しており、昇格については「昇格取扱基準」により、人事考課によって昇格の

可能性のある者を対象に本人希望と上司の推薦を確認し、「昇格試験実施要領」に

基づく昇格試験を実施している。また、人事考課は基準に基づき評価し、１次・

２次評価及び全学的な調整を行うことで客観性を担保している。そのうえで、指

導・育成の観点からフィードバックのための面談を行っている。 

教員と職員の協働については、全学的な事項を審議し決定する委員会等におい

て事務職員が構成員として参画するほか、課題に応じて教職協働型のプロジェク

トを設け運営している。 

以上のように事務組織の編成、職員の採用・昇格・考課並びに教職協働の取組

みは適切に行われている。 

 

⑤ 大学運営を適切かつ効果的に行うために、事務職員及び教員の意欲及び資質の向

上を図るための方策を講じているか。 

職員のスタッフ・ディベロップメント（以下、「ＳＤ」という。）活動について

は、「事務職員研修実施要領」に基づき実施している。具体的な計画・立案は要領

に基づき、「事務職員研修運営委員会」が担っている。近年のグローバル化に伴い

語学習得のプログラムの拡充に努めるなど、職員の意欲及び資質の向上に取り組

んでいる。さらに、学長及び副学長等の大学運営に関わる教員が学外諸機関の研
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究会や講演会等に参加することで、大学運営に関する知識の強化を図っている。 

加えて、大学設置基準の改正に伴うＳＤの義務化を受けて、教育開発支援セン

ターのもとに「ＦＤ／ＳＤ連携プロジェクト」を設け、2017（平成 29）年度には、

教職員及び大学運営に関心を持つ学生が三者一体となって行う「ＳＤ研修プログ

ラム」を実施している。このプログラムでは、５つのテーマを設け、グループワ

ーク等を通じて教育・学習支援の改善策を提案し、職員が社会人経験から得た知

見を学生と共有する「職員主催の Learning Café」の実現につながっている。こ

のプログラムを今後も継続することを計画しており「Kandai Vision 150」に掲げ

た「多様な人材が集い、新たな可能性を拓く、柔軟な組織基盤の構築」に向けた

有為な人材の育成につながる取組みとして、高く評価できる。 

 

⑥ 大学運営の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。また、その結果

をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

事務組織のあり方を含む大学運営に関する点検・評価については、①ユニヴァ

ーシティ・ガバナンス体制、②学長選挙の実施体制、③事務組織という３つのレ

ベルでそれぞれ、①は「寄附行為改正検討委員会」、②は「学長選挙規程改正検討

委員会」、③は「事務組織検討委員会」が主体となり行われている。これらの点検・

評価の結果、②については、「『関西大学学長選挙規程』に関する検討事項のとり

まとめについて」において、除斥投票の廃止が進言され、③については、事務組

織を一部統合し高・大接続を扱う部署に改めるなど一定の改善・向上に向けた取

組みを行っている。 

また、監査については、監事による監査及び監査法人による財務監査に加えて、

内部監査室を設け、業務監査を行い三様監査が互いに連携することで監査の強化

を図るなど適正なプロセス及び内容で行われている。 

 

＜提言＞ 

長所 

１）教育開発支援センターのもとに「ＦＤ／ＳＤ連携プロジェクト」を設け、教職

協働のみならず、学生を加えた三者協働により、より良い教育・学習支援を考

えるともに、教職員の意欲向上に向けたＳＤ研修プログラムに取り組んでいる。

2017（平成 29）年度には、教育課程、教育方法、教育評価、ＩＣＴ、学習支援・

学習環境の５つのテーマを設け、グループワーク等を通じて教育・学習支援の

改善策を提案し、実際に「職員主催の Learning Café」の実現につながってい

る。このプログラムを今後も継続することを計画しており、「Kandai Vision 150」

の政策目標に掲げた「柔軟な組織基盤の構築」に向けた有為な人材の育成につ

ながる取組みとして評価できる。 
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（２）財務  

＜概評＞ 

    翌年度繰越収支差額における支出超過額の改善を主として、具体的な数値目標を

掲げた「中長期財政方針」を策定している。財務関係比率は概ね良好であり、外部

資金も安定的に確保するなど、教育研究活動を安定して遂行するために必要な財務

基盤を確立しているといえる。 

 

① 教育研究活動を安定して遂行するため、中・長期の財政計画を適切に策定してい

るか。 

2008（平成 20）年度に策定された「KU Vision 2008-2017」を踏まえ、その後

の計画として、2016（平成 28）年度に、創立 150周年を見据えた 2017（平成 29）

年度から 2026（平成 38）年度までの新たな長期ビジョンである「Kandai Vision 150」

を策定している。また、それに基づく同期間の「中長期財政方針」において、新

たな「財政運営に係る基本方針」を定め、翌年度繰越収支差額における支出超過

額を事業活動収入の 50％程度とすること等の目標を示している。さらに、収支均

衡を図るための中・長期的な目安として、「財政運営のガイドライン」を明示し、

事業活動収支差額比率を５％以上、基本金組入率を５％以内とすることと定めて

いる。 

 

② 教育研究活動を安定して遂行するために必要かつ十分な財務基盤を確立してい

るか。 

財務関係比率は、概ね「理工他複数学部を設置する私立大学」の平均と同程度

となっており、教育研究経費比率については同平均を上回っている。人件費比率

については、2016（平成 28）年度に一部、年金制度の変更を行ったため、一時的

に悪化したものの、「要積立額に対する金融資産の充足率」は趨勢的に向上してい

ることからも、教育研究活動を安定して遂行するために必要な財務基盤を確立し

ているといえる。 

2016（平成 28）年度より「恒常的募金推進準備プロジェクト」を設置し、募金

活動の推進を図っており、科学研究費補助金についても、申請書作成の支援や情

報提供など公募前の申請支援を行うことにより、申請件数及び採択内定件数を増

加させ、外部資金の確保に努めている。  

 

以 上  




